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東
寺
領
備
中
国
新
見
荘
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直
務
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官
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祐
清
注
進
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一
一
通
の
現
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語
訳
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目
次は

じ
め
に

１
．
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日
発
、
九
月
五
日
京
着
の
三
通
・
・
・
４
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❶
ト
一
一
五
（
岡
四
八
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
四
日

⑵
祐
清
注
進
状
❷
ト
一
一
六
（
岡
四
九
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日

⑶
祐
清
注
進
状
❸
ゆ
二
九
（
岡
一
一
〇
六
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日

⑷
祐
清
注
進
状
❶
❷
❸
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

２
．
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
発
、
十
一
月
十
六
日
京
着
の
三
通
と
百
姓
等
申
状
二
通
・
・
・
9
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❹
ゆ
七
〇
（
岡
一
一
四
三
）、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日

⑵
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状
二
通

⑶
祐
清
注
進
状
❺
サ
三
五
一
（
岡
五
七
五
）、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日

⑷
祐
清
注
進
状
❻
サ
三
五
〇
（
岡
五
七
四
）、（
寛
正
三
年
）
十
一
月
一
日

⑸
祐
清
注
進
状
❹
❺
❻
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

３
．
寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日
発
、
十
一
月
二
十
五
日
京
着
・
・
・
18
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❼
ゆ
三
〇
（
岡
一
一
〇
七
）、
寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日

⑵
祐
清
注
進
状
❼
に
対
す
る
東
寺
の
対
応
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４
．
寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日
発
、
十
二
月
二
十
六
日
京
着
・
・
・
21
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❽
え
三
三
（
岡
九
〇
六
）、
寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日

⑵
祐
清
注
進
状
❽
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

５
．
寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日
付
、
三
月
三
日
京
着
・
・
・
25
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❾
ツ
一
四
一
（
岡
一
二
八
）、
寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日

⑵
祐
清
注
進
状
❾
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
三
（
岡
一
一
一
〇
）、
二
月
二
十
六
日
付
金
子
衡
氏
注
進
状

⑶
祐
清
注
進
状
❾
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

６
．
寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日
発
、
閏
六
月
一
日
京
着
・
・
・
29
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
❿
ツ
二
二
五
（
岡
一
三
八
）、
寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日

⑵
祐
清
注
進
状
❿
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
五
（
岡
一
一
一
二
）、
六
月
二
十
二
日
付
金
子
衡
氏
注
進
状

⑶
祐
清
注
進
状
❿
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

７
．
寛
正
四
年
閏
六
月
二
十
五
日
発
、
七
月
六
日
京
着
・
・
・
33
ペ
ー
ジ

⑴
祐
清
注
進
状
⓫
ゆ
三
六
（
岡
一
一
一
三
）、
寛
正
四
年
閏
六
月
二
十
五
日

⑵
祐
清
注
進
状
⓫
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
七
（
岡
一
一
一
四
）、
閏
六
月
二
十
六
日
付
三
職
注
進
状

⑶
祐
清
注
進
状
⓫
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

⑷
祐
清
の
定
期
市
で
の
観
察

⑸
祐
清
の
年
貢
請
取
状

お
わ
り
に
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❹
ゆ
函
七
〇
（
岡
一
一
四
三
）　

寛
正
三
年
十
一
月
一
日　

東
寺
公
文
所
上
座

（
長
文
、
二
〇
〇
〇
㎜
）

❺
サ
函
三
五
一
（
岡
五
七
五
）　

寛
正
三
年
十
一
月
一
日　

東
寺
公
文
所
上
座

（
折
紙
）

❻
サ
函
三
五
〇
（
岡
五
七
四
）　

寛
正
三
年
十
一
月
一
日　

東
寺
公
文
所
上
座

（
折
紙
）

❼
ゆ
函
三
〇
（
岡
一
一
〇
七
）　

寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日　

東
寺
公
文
所
上

座
❽
え
函
三
三
（
岡
九
〇
六
）　

寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日　

東
寺
公
文
所
上
座

（
長
文
、
一
六
四
七
㎜
）

❾
ツ
函
一
四
一
（
岡
一
二
八
）　

寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日　

東
寺
公
文
所
上

座
（
長
文
、
一
五
八
四
㎜
）

❿
ツ
函
二
二
五
（
岡
一
三
八
）　

寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日　
（
仏
乗
院
へ
ノ

状
）

⓫
ゆ
函
三
六
（
岡
一
一
一
三
）　

寛
正
四
年
閏
六
月
二
十
五
日　

東
寺
公
文
所

上
座

祐
清
が
東
寺
へ
送
っ
た
こ
れ
ら
の
注
進
状
は
、
寛
正
三
年
か
ら
翌
年
ま
で
の

新
見
荘
の
惣
村
世
界
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
格
好
の
資
料
で
あ
る
。

は
じ
め
に

祐
清
上
人
は
、
東
寺
西
院
御
影
堂
の
警
備
や
文
庫
の
管
理
な
ど
を
す
る
三
聖

人
の
一
人
で
、
本
来
東
寺
に
は
拠
点
を
持
た
ぬ
寺
外
の
僧
で
あ
る
。
祐
清
は
、

寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
七
月
二
十
三
日
に
東
寺
領
備
中
国
新
見
荘
（
領
家

方
）
の
「
直
務
代
官
」
と
な
っ
た
。
実
は
、
供
僧
た
ち
は
祐
清
を
一
年
限
り
の

所
務
職
を
持
つ
上
使
に
任
じ
た
の
で
あ
る
が
、
在
地
で
の
体
面
を
考
え
て
「
御

代
官
」
と
称
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
祐
清
は
七
月
二
十
六
日
に
下

向
し
、
八
月
五
日
に
新
見
荘
に
下
着
し
た
。
そ
し
て
、
一
年
後
の
寛
正
四
年

（
一
四
六
三
）
八
月
二
十
五
日
に
地
頭
方
百
姓
の
谷
内
・
横
見
に
よ
り
殺
害
さ

れ
た
。
こ
の
一
年
間
に
祐
清
は
一
一
通
の
注
進
状
（
書
状
）
を
東
寺
に
送
っ
て

い
る
。
七
回
、
一
一
通
の
書
状
の
「
東
寺
百
合
文
書
」
の
函
番
・『
岡
山
県
史
』

（
岡
と
略
す
）
の
文
書
番
号
・
年
月
日
・
宛
所
な
ど
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

❶
ト
函
一
一
五
（
岡
四
八
）　

寛
正
三
年
八
月
二
十
四
日　

東
寺
公
文
所
上
座

❷
ト
函
一
一
六
（
岡
四
九
）　

寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日　

仏
乗
院
御
坊

❸
ゆ
函
二
九
（
岡
一
一
〇
六
）　

寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日　

豊
後
上
座　
（
折

紙
）

　

東
寺
領
備
中
国
新
見
荘
「
直
務
代
官
」
祐
清
注
進
状
一
一
通
の
現
代
語
訳

辰　

田　

芳　

雄　
　



─ 4 ─

可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

一
、
就
二
田
所
職
之
事
一
、
此
春
罷
上
候
し
大
田
中
務
、
此
間
伯
州
没
落
仕
候

か
、
当
所
務
時
分
相
待
、
大
勢
以
当
庄
へ
乱
入
可
レ
仕
候
由
申
候
、
我
ら
方
へ

も
如
レ
此
申
候
て
、
状
遣
候
、
其
状
進
候
、
金
子
方
大
勢
用
意
仕
、
地
下
へ

入
レ
立
ま
し
き
由
申
候
間
、
事
な
る
子
細
あ
る
ま
し
く
候
と
存
候
、
万
一
中
務

重
而
上
落
仕
、
訴
訟
申
候
共
、
不
レ
可
レ
有
二
御
承
引
一
候
、
諸
事
重
而
進
可
二
注

申
一
候
、
此
等
之
趣
可
レ
有
二
御
披
露
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

八
月
廿
四
日　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座

○
用
語
な
ど
の
注
釈

・
去
年
未
進 

＝ 

米
と
銭
の
未
進
合
計
は
約
一
〇
四
貫
文
（『
教
』
一
六
八

〇
、
寛
正
二
年
新
見
荘
領
家
方
年
貢
算
用
状
）

・
軈
而
（
や
が
て
） 

＝ 

す
ぐ
に

・
御
扶
持
候
へ
と
侘
事
仕
候 

＝ 

お
助
け
下
さ
い
と
嘆
願
い
た
し
ま
し
た

・
扶
持 

＝ 

（
領
主
が
）
年
貢
な
ど
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

・
詫
事 

＝ 

（
百
姓
が
）
窮
状
を
訴
え
て
、
年
貢
の
軽
減
な
ど
を
嘆
願
す
る
こ

と
・
三
職
（
さ
ん
し
ょ
く
） 

＝ 

領
家
方
新
見
荘
の
下
級
荘
官
の
田
所
・
公
文
・

惣
追
捕
使
。
祐
清
は
惣
追
捕
使
福
本
盛
吉
宅
に
隣
接
す
る
政
所
で
執
務
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
書
状
も
そ
の
政
所
で
書
い
て
い
る
。
身
の
回
り
の
世
話

そ
こ
で
、
多
く
の
方
に
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
祐
清
注
進
状
一

一
通
に
返
り
点
を
打
ち
、
用
語
注
釈
を
加
え
、
現
代
語
訳
を
示
す
こ
と
に
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
注
進
状
に
対
す
る
東
寺
の
対
応
に
も
注
目
し
、
最
勝
光
院
方
評

定
引
付
の
記
事
や
東
寺
書
下
案
に
も
言
及
し
た
。

１
．
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日
発
、
九
月
五
日

京
着
の
三
通

⑴
祐
清
注
進
状
❶
ト
一
一
五
（
岡
四
八
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
四
日
、
宛
所

東
寺
公
文
所
上
座

今
月
五
日
下
着
仕
候
、
同
十
四
日
百
姓
等
出
合
候
、
寺
命
之
趣
、
具
申
含
候
、

直
務
御
代
官
下
向
、
庄
家
皆
々
目
出
度
畏
入
候
、

一
、
去
年
未
進
事
、
堅
雖
レ
致
二
催
促
一
候
、
更
不
レ
致
二
沙
汰
一
候
間
、
迷
惑
此

事
ニ
候
、
百
姓
等
半
々
召
寄
候
て
、
御
直
務
召
申
候
、
御
年
貢
可
二
無
沙
汰
一
企

候
哉
、
言
語
道
断
曲
事
、
早
々
致
二
沙
汰
一
不
レ
可
レ
叶
候
由
、
申
付
候
間
、
田

を
も
か
り
候
ハ
ヽ
、
軈
而
皆
々
可
レ
進
候
、
其
間
者
御
扶
持
候
へ
と
侘
事
仕
候

程
ニ
、
先
三
職
申
付
候
て
、
借
銭
仕
拾
貫
文
進
上
申
候
、
未
進
当
年
分
共
、
堅

催
促
仕
候
、
且
可
二
寺
納
申
一
候
、
百
姓
等
過
法
緩
怠
候
間
、
色
々
申
付
候

間
、
年
貢
無
沙
汰
於
二
百
姓
一
者
、
名
可
二
召
放
一
候
由
、
堅
申
付
候
間
、
皆
々

領
性
仕
候
、

一
、
人
夫
事
、
如
二
先
一々
十
二
人
立
候
ハ
て
、
叶
ま
し
き
由
申
候
へ
共
、
い

ま
た
し
か
と
領（
領
状
）性不

レ
申
候
、
猶
々
堅
可
二
申
付
一
候
、

一
、
公
事
蠟
之
事
、
無
二
先
規
一
由
、
色
々
侘
事
申
候
、
い
か
ゝ
可
レ
仕
候
哉
、
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は
目
出
度
い
こ
と
で
あ
る
と
畏
み
入
り
ま
し
た
。

一
、
去
年
の
未
進
の
事
に
つ
い
て
。
厳
密
に
催
促
を
し
ま
し
た
が
、
い
ま
で
も

年
貢
の
納
入
を
し
て
い
な
い
の
で
、
大
変
な
迷
惑
を
し
て
い
ま
す
。
百
姓
等
を

半
分
ず
つ
呼
び
出
し
て
、「
東
寺
さ
ま
の
直
務
に
よ
る
年
貢
徴
収
で
あ
る
。
御

年
貢
を
だ
さ
な
い
つ
も
り
な
の
か
。
言
語
道
断
で
け
し
か
ら
ん
仕
業
で
あ
る
。

早
々
に
収
め
な
い
と
容
赦
は
し
な
い
ぞ
」
と
申
し
付
け
た
の
で
、
百
姓
等
は

「
稲
刈
り
を
し
た
な
ら
、
す
ぐ
に
年
貢
を
納
め
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
お
助
け
く

だ
さ
い
」
と
嘆
願
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
は
三
職
に
命
じ
て
借
銭
に
よ
り

一
〇
貫
文
を
進
上
し
ま
す
。
未
進
の
今
年
分
を
含
め
、
厳
密
に
催
促
い
た
し
ま

す
。
と
も
か
く
急
い
で
寺
納
し
ま
し
ょ
う
。
百
姓
等
は
と
ん
で
も
な
く
怠
慢
な

の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
申
し
付
け
ま
し
ょ
う
。
年
貢
を
納
め
な
い
百
姓
に

は
「
名
主
（
み
ょ
う
し
ゅ
）
の
資
格
を
取
り
上
げ
る
ぞ
」
と
厳
重
に
申
し
付
け

ま
し
た
の
で
、
皆
々
了
承
し
ま
し
た
。

一
、
京
上
夫
の
事
に
つ
い
て
。
か
つ
て
の
よ
う
に
一
二
人
の
人
夫
を
立
て
な
け

れ
ば
、
承
知
し
な
い
と
言
っ
て
や
っ
た
が
、「
は
い
確
か
に
わ
か
り
ま
し
た
」

と
は
了
承
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
厳
重
に
申
し
付
け
ま
し
ょ
う
。

一
、
公
事
の
蠟
の
事
に
つ
い
て
。「
前
例
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
色
々
と

免
除
を
訴
え
ま
す
。
ど
う
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
お
考
え
を
仰
せ
く
だ
さ
い
。

一
、
田
所
職
の
事
に
つ
い
て
。
今
春
に
上
洛
し
た
大
田
中
務
直
高
は
、
過
日
に

伯
耆
国
に
没
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
稲
刈
り
を
し
て
年
貢
を
納
め
る
時
期
を

待
っ
て
、
大
勢
で
当
荘
に
乱
入
し
よ
う
と
企
ん
で
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
私

に
も
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
書
状
を
遣
わ
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
書
状
を
進
上

し
ま
す
。
金
子
衡
氏
は
「
軍
勢
を
多
く
用
意
し
、
村
へ
は
入
り
込
ま
せ
な
い
」

は
「
た
ま
か
き
」
が
し
て
い
る

・
過
法
緩
怠
（
か
ほ
う
か
ん
た
い
） 

＝ 

と
ん
で
も
な
い
怠
慢

・
名
可
召
放
候 

＝ 

名
主
（
み
ょ
う
し
ゅ
）
と
い
う
百
姓
の
資
格
を
取
り
上
げ

る
・
領
状
（
り
ょ
う
じ
ょ
う
）
仕
候 

＝ 

了
承
す
る

・
人
夫 

＝ 

京
上
夫

・
田
所
職
之
事 

＝ 

大
田
直
高
が
田
所
職
補
任
を
要
求
し
て
い
る

・
所
務 

＝ 

年
貢
を
収
納
す
る
こ
と

・
我
ら
方
へ
も
如
此
申
候
て
、
状
遣
候
、
其
状
進
候 

＝ 

祐
清
宛
て
大
田
直
高

書
状
（
つ
七-

二
六
）
で
、
大
田
中
務
は
、
政
所
の
祐
清
に
対
し
、
支
証
が

あ
る
の
で
、
自
分
を
田
所
職
に
補
任
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
。
大
田
宛

て
祐
清
書
状
案
（
メ
二
九
八
）
で
は
、
田
所
職
に
つ
い
て
金
子
衡
氏
が
上
洛

し
て
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
祐
清
は
自
分
の
一
存
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
と
言
っ
て
い
る

・
東
寺
公
文
所
・
・
・
公
文
所
は
東
寺
の
荘
園
経
営
の
中
核
的
組
織
で
、
こ
こ

で
は
最
勝
光
院
方
公
文
所
。
最
勝
光
院
方
供
僧
へ
代
官
や
上
使
の
注
進
状
の

取
次
ぎ
な
ど
を
す
る
。
こ
の
時
の
最
勝
光
院
方
公
文
は
宝
俊
。
宝
俊
の
僧
官

位
は
上
座
。
都
維
那
→
寺
主
→
上
座
の
順
に
位
が
の
ぼ
る
。

○
祐
清
注
進
状
❶
の
現
代
語
訳

今
月
（
八
月
）
五
日
に
（
新
見
荘
に
）
下
着
し
ま
し
た
。
同
（
八
月
）
十
四
日

に
百
姓
等
と
対
面
し
ま
し
た
。
東
寺
か
ら
命
じ
ら
れ
た
任
務
の
内
容
を
具
体
的

に
言
い
き
か
せ
ま
し
た
。
直
務
代
官
の
下
向
で
あ
る
こ
と
を
荘
園
の
人
々
の
皆
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候
、
縦
一
命
失
候
共
、
御
年
貢
無
沙
汰
百
姓
等
ニ
お
い
て
ハ
、
名
を
召
放
、
罪

科
可
レ
仕
候
、
此
元
事
ハ
は
や
安
き
手
立
と
も
多
々
候
、
今
度
之
御
書
下
ニ
先

代
官
安
富
方
所
務
帳
ヲ
御
下
候
、
其
の
こ
と
く
所
務
仕
候
へ
と
被
レ
下
候
へ
く

候
、
存
子
細
候
間
、
如
レ
此
申
入
候
、
其
様
の
御
私
之
御
状
ニ
被
二
仰
下
一
候
へ

く
候
、
地
下
へ
申
度
子
細
候
間
、
申
入
候
、
毎
事
今
度
の
注
進
之
時
、
可
二
申

上
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
中
国
新
見
庄
よ
り

　
　
　

八
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）　

　

進
上　

仏
乗
院
御
坊　

人
々
御
中

○
用
語
な
ど
の
注
釈

・
下
用
米 

＝ 

生
活
の
た
め
に
消
費
す
る
米

・
了
簡
仕 

＝ 

や
り
く
り
す
る

・
堪
忍 

＝ 

辛
抱

・
不
思
議 

＝ 

常
識
は
ず
れ
。
け
し
か
ら
ぬ

・
当
毛 

＝ 

今
刈
り
取
っ
た
稲

・
涯
分 

＝ 

精
一
杯

・
か
た
ら
わ
さ
れ 

＝ 

丸
め
込
ま
れ
。
仲
間
の
よ
う
に
な
っ
て

・
き
ふ
う
な
め
さ
れ
候
そ 

＝ 

厳
し
く
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
。「
き
ぶ
し
」

は
厳
し
い
。「
召
す
」
は
取
り
立
て
る

・
名
を
召
放 
＝ 
百
姓
の
資
格
を
取
り
上
げ
る

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
困
っ
た
状
況
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
万
一
、
大

田
中
務
直
高
が
再
び
上
洛
し
て
田
所
職
を
望
ん
で
訴
え
た
と
し
て
も
、
承
引
さ

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
諸
事
情
は
重
ね
て
書
状
を
進
上
し
て
具
さ
に
申
し
上
げ

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
供
僧
の
方
々
に
ご
披
露
し
て
く
だ
さ
い
。
恐
れ

な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

　

八
月
二
十
四
日　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
（
宝
俊
）
様
へ

⑵
祐
清
注
進
状
❷
ト
一
一
六
（
岡
四
九
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日
、
宛
所

仏
乗
院
御
坊

今
月
五
日
下
着
仕
候
、
軈
而
如
レ
被
二
仰
付
一
候
、
了
蔵
留
置
候
て
、
去
年
未
進

堅
致
二
催
促
一
候
へ
共
、
一
向
無
沙
汰
申
候
間
、
迷
惑
此
事
候
、
乍
レ
去
当
庄

ハ
、
い
ま
た
一
円
ニ
田
を
も
か
ら
す
罷
下
候
て
、
下
用
米
な
と
た
に
も
な
く
候

て
、
諸
方
へ
か
り
候
て
色
々
了
簡
仕
、
堪
忍
仕
候
、
違
二
承
及
一
候
、
事
外
不

思
議
な
る
在
所
ニ
て
候
、
山
家
躰
よ
ろ
つ
可
レ
有
二
御
推
量
一
候
、
随
而
未
進
も

当
毛
も
御
年
貢
ハ
な
ら
す
候
間
、
長
々
了
蔵
留
置
候
て
、
注
進
を
た
に
も
不
レ

申
候
へ
ハ
、
無
二
御
心
元
一
お
ほ
し
め
し
候
ハ
ん
す
る
と
存
候
て
、
先
三
職
方

へ
申
候
て
、
借
銭
仕
、
拾
貫
文
進
上
申
候
、
軈
而
未
進
当
毛
共
堅
致
二
催

促
一
、
且
寺
納
可
レ
申
候
、
百
姓
等
事
外
ニ
緩
怠
在
所
ニ
て
強
儀
な
る
者
共
多
候

て
、
迷
惑
候
、
乍
レ
去
我
ら
涯
分
地
下
之
事
ハ
成
敗
候
て
、
是
非
共
ニ
御
年
貢

無
沙
汰
申
さ
す
ま
し
く
候
、
御
心
安
お
ほ
し
め
し
候
へ
く
候
、
了
蔵
此
間
地
下

人
ニ
か
た
ら
わ
さ
れ
候
て
、
色
々
事
申
候
て
、
我
ら
を
も
申
お（
脅
す
）

と
す
や
う
ニ
申

候
、
催
促
を
も
き
ふ
う
な
め
さ
れ
候
そ
と
申
候
へ
共
、
罷
下
候
よ
り
覚
悟
仕
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な
ど
と
申
し
ま
す
が
、
新
見
荘
に
下
向
し
て
よ
り
覚
悟
を
し
て
仕
事
に
励
ん
で

い
ま
す
。
た
と
え
一
命
を
失
お
う
と
も
、
年
貢
を
納
め
な
い
百
姓
等
に
お
い
て

は
、
百
姓
の
資
格
を
取
り
上
げ
、
罪
科
に
処
し
ま
す
。
私
の
方
に
は
す
で
に
簡

単
に
こ
と
を
進
め
る
手
立
て
な
ど
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
の
（
御
返
事
と

し
て
出
さ
れ
る
東
寺
か
ら
の
）
命
令
書
に
「
前
代
官
安
富
が
作
成
し
た
年
貢
徴

収
の
た
め
の
帳
簿
を
在
地
に
下
す
の
で
、
そ
の
内
容
の
通
り
に
年
貢
を
納
め
な

さ
い
」
と
ご
命
令
く
だ
さ
い
。
年
貢
徴
収
に
よ
い
手
立
て
が
あ
る
の
で
、
こ
の

よ
う
に
申
し
入
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
私
宛
の
書
状
に
（
書
い
て
）
ご

命
令
く
だ
さ
い
。
百
姓
た
ち
に
言
っ
て
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
申
し
入

れ
て
い
ま
す
。
何
か
こ
と
が
あ
れ
ば
今
度
の
注
進
状
を
出
す
と
き
に
申
上
げ
ま

す
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

　

八
月
二
十
五
日　
　
　

備
中
国
新
見
荘
よ
り　

祐
清
（
花
押
）

仏
乗
院
御
坊
（
最
勝
光
院
方
年
預
仏
乗
院
仁
然
）
さ
ま
へ

⑶
祐
清
注
進
状
❸
ゆ
二
九
（
岡
一
一
〇
六
）、
寛
正
三
年
八
月
二
十
五
日
、
宛

所
豊
後
上
座

三
職
方
よ
り
、
就
二
御
成
一
、
御
礼
為
ニ 

百
疋
被
レ
進
候
、
只
今
可
レ
進
レ
之
候
へ

共
、
夫
荷
お
も
具
候
間
、
今
度
便
宜
ニ
上
可
レ
申
候
、
御
心
得
候
て
、
可
レ
預
二

御
披
露
一
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

八
月
廿
五
日　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

　

豊
後
上
座

（
折
裏
奥
書
）

「
寛
正
三　

九　

五

・
御
書
下 

＝ 

東
寺
か
ら
の
命
令
書

・
安
富
方
所
務
帳 

＝ 

前
代
官
安
富
智
安
の
時
の
年
貢
徴
収
台
帳

・
仏
乗
院
御
坊 

＝ 

最
勝
光
院
方
年
預
仏
乗
院
仁
然

○
祐
清
注
進
状
❷
の
現
代
語
訳

今
月
（
八
月
）
五
日
に
（
新
見
荘
に
）
下
着
し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
、（
東
寺
か

ら
）
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
了
蔵
を
（
新
見
荘
に
）
留
め
置
い
て
、
去
年
の
年

貢
未
進
を
催
促
し
ま
し
た
が
、（
百
姓
等
は
）
ま
っ
た
く
納
め
な
い
の
で
、
迷

惑
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
荘
で
は
い
ま
だ
に
全
部
の
田
で
稲
刈
り

も
し
て
い
な
い
状
態
で
、
下
向
し
た
私
が
生
活
す
る
た
め
の
米
な
ど
も
な
く
、

あ
ち
こ
ち
か
ら
借
り
て
色
々
や
り
く
り
し
、
辛
抱
し
て
い
ま
す
。（
新
見
荘
は

京
都
で
）
聞
き
及
ん
だ
様
子
と
は
違
っ
て
い
て
、
と
て
も
け
し
か
ら
ん
在
所
で

す
。
山
深
い
在
所
の
常
識
は
ず
れ
の
様
子
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
し
た

が
っ
て
、
昨
年
の
未
進
年
貢
も
今
実
っ
て
い
る
稲
も
年
貢
と
し
て
送
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
長
々
と
了
蔵
を
留
め
置
い
た
ま
ま
で
（
し
か
も
東
寺
に
）
注

進
を
し
な
け
れ
ば
、
ご
心
配
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
先
ず
三
職
に
申

し
て
借
銭
を
し
、
一
〇
貫
文
進
上
い
た
し
ま
す
。
す
ぐ
に
未
進
分
や
今
年
実
っ

た
稲
の
分
も
厳
重
に
催
促
を
し
て
と
も
か
く
急
い
で
寺
納
い
た
し
ま
す
。（
こ

こ
は
）
百
姓
等
が
特
別
に
怠
慢
な
在
所
で
、
強
情
な
も
の
が
多
く
て
迷
惑
で

す
。
し
か
し
私
は
、
精
一
杯
、（
年
貢
を
納
め
な
い
）
百
姓
を
懲
ら
し
め
て
、

必
ず
御
年
貢
を
納
め
さ
せ
ま
す
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
了
蔵
は
下
向
し
て
か
ら

こ
こ
ま
で
百
姓
た
ち
に
丸
め
込
ま
れ
て
、
色
々
な
こ
と
を
言
っ
て
、
私
ま
で
も

脅
す
よ
う
な
口
ぶ
り
で
す
。「
年
貢
の
催
促
を
厳
し
く
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
」
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げ
ま
す
。

　

八
月
二
十
五
日　
　

祐
清
（
花
押
）

　
　

豊
後
上
座
（
最
勝
光
院
方
公
文
職
宝
俊
）
へ

（
こ
の
書
状
を
受
取
っ
た
東
寺
側
の
メ
モ
）

新
見
よ
り
将
軍
足
利
義
政
さ
ま
の
東
寺
御
成
の
礼
銭
一
貫
文
を
進
上
に
つ
い

て
。
書
状
等
は
、
但
し
ま
だ
到
着
し
て
い
な
い
。
詳
し
い
事
情
の
手
紙
が
（
別

に
）
あ
る
。

⑷
祐
清
注
進
状
❶
❷
❸
に
対
す
る
東
寺
の
対
応
（
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
の
記

事
や
東
寺
書
下
）

○
け
一
三
（
岡
八
二
三
）、
寛
正
三
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
九
月
五
日
条

「
一
、
自
二
新
見
庄
一
、
了
蔵
上
二―
洛
之
一
、
并
祐
清
・
三
職
以
下
注
進
状
等
、

令
レ
披
二―
露
之
一
候
、
仍
拾
貫
文
到
来
候
、（
中
略
）
書
下
等
文
言
条
目
等
、
大

概
御
治
定
了
」

門
指
の
了
蔵
が
上
洛
す
る
際
、
祐
清
注
進
状
が
届
け
ら
れ
た
。
寛
正
三
年
八

月
二
十
五
日
出
立
、
九
月
五
日
京
着
（
八
月
は
小
、
一
〇
日
間
）。
了
蔵
と
京

上
夫
の
持
参
物
は
、
祐
清
注
進
状
❶
（
ト
一
一
五
）
❷
（
ト
一
一
六
）
❸
（
ゆ

二
九
）、
三
職
注
進
状
（
イ
二
〇
三
・
岡
三
）、
年
貢
送
進
状
（『
教
』
一
六
九

五
）、
銭
五
貫
文
と
割
符
（
五
貫
文
）。
東
寺
書
下
が
用
意
さ
れ
た
が
、
現
存
し

な
い
。

自
二
新
見
一
、
御
成
御
礼
百
疋
進
上
、
書
状
等
、
但
未
レ
到
也
、
委
細
折
帋
有
レ

之
、」

○
用
語
な
ど
の
注
釈

三
職
方
よ
り 

＝ 

三
職
注
進
状
（
イ
二
〇
三
・
岡
三
）
が
あ
る
。
主
な
内
容

は
、
①
「
御
代
官
」
の
「
御
下
向
」
が
め
で
た
い
。
②
東
寺
か
ら
命
令
さ
れ

た
こ
と
を
百
姓
に
命
じ
た
ら
、
百
姓
は
相
談
し
て
返
事
を
す
る
と
い
っ
て
い

る
の
で
、
き
つ
く
命
じ
て
、
次
に
は
報
告
す
る
。
③
将
軍
義
政
さ
ま
の
東
寺

御
成
は
大
変
め
で
た
い
の
で
、
一
貫
文
の
御
祝
い
を
進
上
す
る

御
成 

＝ 

将
軍
足
利
義
政
が
東
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
。
将
軍
接
待
の
た
め
多
額

の
費
用
が
必
要
。
東
寺
は
諸
国
の
荘
園
に
段
別
二
百
文
の
段
銭
を
賦
課
し

た
。
こ
れ
を
公
方
様
御
成
段
銭
と
い
う

御
礼 

＝ 

礼
銭
の
こ
と
。
ご
祝
儀

百
疋
（
ひ
き
） 

＝ 

一
〇
〇
〇
文
（
一
貫
文
）。
一
疋
は
一
〇
文

豊
後
上
座 

＝ 

宝
俊
（
最
勝
光
院
方
公
文
職
）。
豊
後
は
宝
俊
の
国
名

○
祐
清
注
進
状
❸
の
現
代
語
訳

三
職
よ
り
、
将
軍
足
利
義
政
さ
ま
の
東
寺
御
成
に
就
い
て
、
礼
銭
と
し
て
一
貫

文
を
お
送
り
す
る
で
し
ょ
う
。
今
す
ぐ
に
も
送
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
京
上
夫

が
担
う
荷
物
を
多
い
の
で
、
次
の
機
会
に
上
す
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
こ
の
こ

と
を
ご
理
解
く
だ
さ
っ
て
、
御
披
露
く
だ
さ
い
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
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給
候
、

③
一
、
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等
、
損
免
之
事
候
て
、
御
年
貢
を
押
て
、
侘
事
仕

候
、
我
ら
こ
れ
に
て
、
色
々
申
候
へ
共
、
更
承
引
不
レ
仕
候
、
余
ニ
申
候
間
、

三
分
一
免
へ
き
由
、
申
候
へ
ハ
、
地
頭
方
之
こ
と
く
、
三
分
二
を
御
免
候
ハ
す

ハ
、
中
々
、
頭
足
を
、
も
か
れ
申
候
と
も
、
御
年
貢
ハ
一
銭
も
、
不
（
マ
マ
）進
ま
し

き
由
申
候
て
、
一
身
同
心
候
、
起
請
を
か
き
候
間
、
是
非
な
き
次
第
候
、
如
レ

今
者
、
半
分
御
免
候
と
も
、
承
引
仕
ま
し
き
か
と
存
候
、
三
職
方
も
、
此
分
申

候
、
乍
レ
去
、
三
職
方
へ
ハ
、
為
二
寺
家
一
、
い
か
ほ
と
御
免
候
よ
し
を
ハ
、

被
二
仰
付
一
ま
し
く
候
、
地
下
と
一
躰
の
事
候
間
、
御
免
の
上
ニ
、
尚
々
、

ふ（
深
か
立
っ
て
）

か
た
つ
て
可
レ
被
レ
申
候
間
、
一
向
ニ
御
免
あ
る
ま
し
き
よ
し
、
可
レ
被
レ
仰

候
、
当
年
、
御
領
よ
り
、
損
免
之
事
申
在
所
な
き
所
ニ
、
当
庄
よ
り
如
レ
此
申

候
ハ
、
一
向
ニ
百
姓
等
緩
怠
と
、
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
、
可
レ
被
レ
仰
候
、
今
年

や
か
て
御
免
候
て
ハ
、
後
年
も
可
レ
申
候
間
、
寺
家
よ
り
御
免
な
き
所
を
、
か

く
ニ
仕
、
い
か
や
う
に
も
了
簡
仕
候
て
、
三
分
一
を
免
や
う
ニ
仕
度
候
、
里
村

百
姓
等
、
損
免
事
申
候
し
か
と
も
、
色
々
申
候
て
、
は
や
申
伏
候
、
高
瀬
・
中

奥
之
事
、
以
外
候
間
、
如
レ
此
申
候
、
百
姓
の
さ
の
ミ
の
緩
怠
に
て
も
な
く

候
、
可
レ
然
様
ニ
、
可
レ
蒙
レ
仰
候
、

④
一
、
夏
麦
未
進
事
、
当
年
れ
ん
さ
い
と
申
物
ふ
り
候
て
、
悉
々
損
候
間
、
了

蔵
ニ
わ
ひ
事
仕
、
相
残
候
分
を
ハ
、
了
蔵
免
置
候
由
、
百
姓
等
申
候
、
実
ニ
さ

や
う
ニ
候
哉
、
御
尋
候
て
、
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

⑤
一
、
京
上
夫
事
、
十
二
人
分
を
堅
申
付
候
へ
ハ
、
八
人
を
以
、
御
免
候
て
、

御
扶
持
候
へ
と
申
候
、
我
ら
承
引
不
レ
仕
候
、
尚
々
堅
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

⑥
一
、
去
年
一
献
料
事
を
も
、
催
促
仕
候
へ
ハ
、
御
免
状
下
候
間
、
平
ニ
、
わ

２
．
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
発
、
十
一
月
十
六

日
京
着
の
三
通
と
百
姓
等
申
状
二
通

⑴
祐
清
注
進
状
❹
ゆ
七
〇
（
岡
一
一
四
三
）、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
、
宛
所

東
寺
公
文
所
上
座

①
態
注
進
申
候
、
此
間
、
京
都
物
忩
之
由
、
色
々
承
候
、
就
二
徳
政
事
一
、
寺

家
様
之
御
事
、
惣
別
、
何
事
共
御
座
候
哉
、
万
無
二
御
心
元
一
候
、
次
御
年
貢

之
寺
納
、
可
レ
申
候
処
ニ
、
ゐ
中
も
、
徳
政
事
ニ
、
以
外
ニ
物
忩
候
て
、
路
次
も

留
候
間
、
夫
を
も
不
レ
進
候
、
去
月
之
十
六
日
、
夫
上
候
処
ニ
、
路
次
物
忩
候

て
、
罷
上
候
者
と
も
、
あ
ま
た
物
と
も
、
被
レ
取
候
と
申
候
て
、
路
次
よ
り
罷

帰
候
間
、
不
レ
及
レ
力
候
、
余
ニ
御
年
貢
お
そ
く
上
申
候
事
、
一
向
ニ
、
我
ら
か

疎
略
と
お
ほ
し
め
し
候
ハ
ん
す
る
間
、
先
為
二
案
内
一
、
中
間
を
一
人
上
二―
進

之
一
候
、
此
御
さ
右
ニ
よ
り
、
軈
而
、
道
も
静
ニ
候
者
、
御
年
貢
、
尚
々
、
運
送

可
レ
申
候
、
只
今
も
、
先
此
使
ニ
割
符
肆
、
進
上
申
候
、
漆
を
も
納
置
候
へ

共
、
今
度
夫
ニ
上
可
レ
申
候
、
了
蔵
罷
上
候
て
後
に
、
地
下
ニ
公
事
辺
事
共
多
々

候
て
、
迷
惑
仕
候
し
か
と
も
、
何
も
無
為
仕
候
、
委
細
之
趣
、
此
使
ニ
能
々
御

尋
あ
る
へ
く
候
、

②
一
、
御
年
貢
催
促
事
、
三
職
方
無
二
疎
略
一
、
毎
事
、
代
官
之
下
知
ニ
随
申
、

未
進
な
き
や
う
ニ
、
堅
可
レ
被
二
催
促
一
候
由
、
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、
去
年
未
進

多
々
候
事
ハ
、
一
向
三
職
方
疎
略
之
由
と
、
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
、
可
レ
被
レ

仰
候
、
寺
家
を
一
大
事
と
可
レ
存
候
処
、
毎
事
無
沙
汰
候
て
、
剰
地
下
と
一

躰
ニ
な
り
候
て
、
よ
ろ
つ
御
事
、
百
姓
ニ
ゆ
わ
せ
候
間
、
曲
事
候
、
我
ら
方
へ

も
、
三
職
方
へ
も
、
御
年
貢
お
そ
く
寺
納
申
候
由
、
御
せ（

折

檻

）

つ
か
ん
状
、
下
可
レ
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下
無
為
に
な
し
候
間
、
毎
事
目
出
度
候
、
返
々
御
年
貢
お
そ
な
わ
り
候
よ
し
、

三
職
方
へ
、
堅
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、
如
レ
今
者
、
当
年
も
御
年
貢
之
未
進
、
あ

る
へ
く
候
間
、
迷
惑
此
事
候
、
諸
事
地
下
躰
、
此
使
ニ
能
々
御
尋
可
レ
有
候
、

毎
事
、
重
而
注
進
可
レ
申
候
哉
、
恐
惶
謹
言
、

 

十
一
月
一
日　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺 

公
文
所
上
座

⑪
（
尚
々
書
）

此
使
、
い
か
に
も
早
ニ々
、
御
下
候
て
可
レ
給
候
、
御
さ
右
ニ
よ
り
、
軈
而
夫
を

可
レ
進
候
、
御
心
得
候
て
、
御
返
事
や
か
て
御
申
候
て
、
可
レ
給
候
、

○
用
語
な
ど
の
注
釈

①
の
部
分

・
徳
政 

＝ 

徳
政
一
揆
。
農
民
な
ど
が
借
金
の
帳
消
し
を
求
め
て
金
融
業
者
の

土
倉
や
酒
屋
を
襲
う
。
農
民
が
主
体
な
の
で
、
土
一
揆
（
つ
ち
い
っ
き
）
と

も
い
う
。
九
月
十
一
日
土
一
揆
蜂
起
（『
蔭
涼
軒
日
録
』）、
土
倉
に
放
火
を

し
て
下
京
の
三
十
余
町
が
焼
失
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』）。
十
月
下
旬
土

一
揆
や
ま
ず
。
赤
松
政
則
の
活
躍
で
鎮
定
。
土
一
揆
大
将
の
蓮
田
処
刑

・
夫
（
ふ
） 

＝ 

新
見
か
ら
京
都
へ
向
か
う
京
上
夫

・
わ
れ
ら 
＝ 

祐
清
の
こ
と
。
祐
清
注
進
状
で
は
祐
清
自
身
を
「
わ
れ
ら
」

「
我
ら
」
と
い
う

ひ
事
可
レ
申
候
由
、
申
候
、
い
か
ゝ
可
レ
仕
候
哉
、
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

⑦
一
、
去
年
漆
之
未
進
事
、
誰
か
ま
へ
ニ
、
い
か
ほ
と
あ
る
と
申
事
、
未
進

帳
ニ
見
え
す
候
、
両
上
使
ニ
御
尋
候
て
、
注
可
レ
給
候
、

⑧
一
、
当
年
夫
を
一
人
、
去
年
上
使
上
落
之
時
、
と
り
こ
し
候
て
、
上
候
由
申

候
、
去
年
ハ
夫
八
人
ま
て
も
、
上
ま
し
く
候
処
ニ
、
当
年
夫
を
一
人
と
り
こ
し

候
事
、
曲
事
に
て
候
、
乍
レ
去
、
百
姓
等
虚
言
申
候
か
、
御
尋
候
て
、
可
レ
被
二

仰
下
一
候
、

⑨
一
、
了
蔵
在
庄
所
間
、
当
年
夫
ハ
三
人
、
上
候
か
と
存
候
処
、
四
人
と
地

下
ニ
申
候
、
実
候
哉
、
承
度
候
、
我
ら
か
心
得
ハ
、
三
人
と
存
候
、
委
注
可
レ

給
候
、

⑩
一
、
先
度
も
注
進
申
候
ツ
、
田
所
職
公
事
辺
事
、
其
後
、
度
々
、
我
ら
方
へ

色
々
申
候
へ
共
、
於
京
都
、
事
既
落
居
候
上
ハ
、
中
々
承
ま
し
く
候
よ
し
、
堅

申
候
間
、
去
九
月
六
日
、
父
親
三
人
な
か
ら
家
を
あ
け
候
て
、
伯（
伯
耆
）岐守
護
代
憑

候
て
、
当
庄
へ
勢
使
を
可
レ
仕
由
申
候
て
、
地
下
の
さ（
騒
ぎ
）

わ
き
、
以
外
ニ
候
間
、

我
ら
彼
国
之
守
護
代
方
へ
罷
越
候
て
、
申
候
子
細
者
、
誠
ニ
候
哉
、
承
候
へ

ハ
、
大
田
方
御
合
力
候
て
、
当
庄
へ
御
勢
あ
る
へ
き
よ
し
承
候
、
万
一
、
さ
や

う
の
事
候
て
、
当
毛
を
も
不
レ
見
レ
損
候
者
、
御
年
貢
之
寺
納
あ
る
ま
し
く

候
、
さ
や
う
に
候
者
、 

公
方
様
之
御
祈
禱
留
候
て
、
訴
訟
被
レ
申
候
者
、
乍
レ

恐
、
於
二
京
都
一
、
山
名
之
律
専
、
御
し（

生

涯

）

や
う
か
い
に
て
あ
る
へ
く
候
よ
し
申

候
て
、
色
々
お（
脅
し
）

と
し
候
間
、
け
に
も
と
や
思
候
て
、
弓
矢
八
幡
立
候
て
、
さ
や

う
の
子
細
存
知
不
レ
仕
候
由
、
申
候
て
、
軈
而
大
田
方
合
力
之
事
、
遠
慮
仕
候

間
、
大
田
取
手
ニ
は
く
れ
、
其
後
我
ら
ニ
手
を
す
り
候
間
、
金
子
方
へ
口
入
仕

候
て
、
田
所
職
内
田
を
三
反
、
わ
け
候
て
、
大
田
ニ
や
り
候
て
、
始
終
共
ニ
地
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と
・
一
身
同
心 

＝ 

一
味
同
心
。
起
請
文
を
燃
や
し
た
灰
を
混
ぜ
た
水
を
飲
ん
で

心
を
一
つ
に
す
る
こ
と
か
ら
、
一
致
団
結
す
る
意
味

・
起
請 

＝ 

起
請
文
。
誓
約
を
し
て
そ
れ
に
違
う
と
罰
を
受
け
る
と
す
る

・
緩
怠
（
か
ん
た
い
） 

＝ 

怠
慢

・
高
瀬
・
中
奥
之
事
、
以
外
候
間
、
如
此
申
候
、
＝　

Ａ
サ
三
四
八
、
十
月
十

四
日
、
新
見
荘
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状
と
Ｂ
サ
一
〇
六
、
十
月
十
九
日
、

新
見
荘
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状　

④
⑤
⑥
⑦
の
部
分

・
了
蔵 

＝ 

東
寺
の
門
指
（
か
ど
さ
し
、
下
級
職
員
）。
寛
正
二
年
九
月
二
十

四
日
に
下
着
し
、
寛
正
三
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
在
荘
し
た
定
使

・「
れ
ん
さ
い
」 

＝ 

新
見
地
域
の
方
言
カ
。「
大
霜
」
の
こ
と
カ

・
京
上
夫 

＝ 

新
見
か
ら
京
都
へ
年
貢
や
公
事
を
運
送
す
る
人
夫

・
一
献
料 

＝ 

礼
銭
。
何
か
の
負
担
を
免
除
し
て
も
ら
う
代
わ
り
に
支
払
う
銭

・
両
上
使 

＝ 

寛
正
二
年
十
月
二
十
二
日
に
下
着
し
、
十
二
月
二
十
三
日
ま
で

在
荘
し
た
上
使
、
祐
成
と
祐
深
の
二
人

・
去
年
漆
之
未
進
事
、
誰
か
ま
へ
ニ
、
い
か
ほ
ど
あ
る 

＝ 

去
年
の
漆
の
未
進

を
誰
が
ど
れ
だ
け
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
報
告
が
、『
教
』
一
六
九
七
、
公

文
所
注
文
・
書
下
写
に
あ
る
（「
去
年
新
見
庄
漆
未
進
之
事
」）

⑧
⑨
の
部
分

・
去
年
上
使
上
洛
之
時 

＝ 

寛
正
二
年
十
二
月
二
十
三
日
に
上
使
の
祐
成
と
祐

深
が
上
洛

・
と
り
こ
し
候
て 
＝ 

繰
り
上
げ
て

・
疎
略 

＝ 

い
い
加
減
な
扱
い
を
す
る
こ
と
。
怠
慢

・
中
間
（
ち
ゅ
う
げ
ん
） 

＝ 

祐
清
に
従
っ
て
い
た
下
人
。
彦
四
郎
と
兵
衛
二

郎
（
祐
清
殺
害
の
時
に
死
ぬ
）

・
御
さ
右
（
そ
う
）
ニ
よ
り 

＝ 

左
右
（
そ
う
）
は
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
な
り

ゆ
き
、
こ
と
の
様
子
。
天
下
の
状
況
次
第
で

・
軈
而
（
や
が
て
） 
＝ 
す
ぐ
に

・
割
符
肆
（
さ
い
ふ
、
四
） 
＝ 
割
符
（
さ
い
ふ
）
に
は
、
在
地
か
ら
京
都
へ

送
る
「
紙
片
の
割
符
」
と
割
符
商
人
が
扱
う
「
上
り
荷
」
の
両
方
の
意
味
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
。「
紙
片
の
割
符
」
を
受
取
っ
た
東
寺
は
、
指
定

の
割
符
商
人
に
提
示
し
、「
上
り
荷
」
が
届
い
て
い
れ
ば
現
銭
を
受
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
多
く
の
場
合
割
符
一
は
一
〇
貫
文
（
現
在
の
七
〇
万
円
く
ら

い
）。
肆
は
、
四
の
漢
数
字

・
御
扶
持
候
へ
と
侘
事
仕
候 

＝ 

お
助
け
下
さ
い
と
嘆
願
い
た
し
ま
し
た

②
の
部
分

・
三
職
（
さ
ん
し
ょ
く
） 

＝ 

領
家
方
新
見
荘
の
下
級
荘
官
の
田
所
・
公
文
・

惣
追
捕
使
。

・
寺
家
（
じ
け
） 

＝ 

東
寺

・
無
沙
汰
（
ぶ
さ
た
） 

＝ 

実
行
し
な
い
こ
と
。
特
に
年
貢
を
納
め
な
い
こ
と

・
剰
（
あ
ま
つ
さ
え
） 

＝ 

そ
れ
に
く
わ
え
て
。
さ
ら
に
。
と
く
に

・
せ
っ
か
ん
（
折
檻
） 

＝ 

こ
ら
し
め
る
こ
と

③
の
部
分

・
損
免 

＝ 

不
作
に
よ
る
損
害
に
対
す
る
年
貢
の
減
免
。
減
免
率

・
詫
事 

＝ 

（
百
姓
が
）
窮
状
を
訴
え
て
、
年
貢
の
軽
減
な
ど
を
嘆
願
す
る
こ
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○
祐
清
注
進
状
❹
の
現
代
語
訳

①
こ
と
さ
ら
に
注
進
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
間
、
京
都
で
騒
動
が
起
こ
っ
た
と

の
こ
と
を
色
々
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
徳
政
一
揆
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
東
寺
様
の
方
で
は
総
じ
て
何
か
お
困
り
に
な
る
よ
う
な
事
が
ご
ざ
い
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
心
も
と
な
く
心
配
を
し
て
お
り
ま
す
。
次
に
年

貢
寺
納
の
こ
と
で
す
が
、
東
寺
様
へ
年
貢
を
納
め
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
田
舎

で
も
徳
政
一
揆
が
あ
り
、
大
変
物
騒
で
、
京
都
へ
の
道
も
途
中
で
止
ま
っ
て
い

る
の
で
、
人
夫
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
先
月
の
十
月
十
六
日
に
人
夫

を
京
に
上
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
道
の
途
中
が
物
騒
で
京
上
し
よ
う
と
し
た
も
の

の
、
た
く
さ
ん
の
物
を
取
ら
れ
た
と
言
っ
て
、
道
の
途
中
で
帰
っ
て
き
た
の

で
、
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ま
り
に
年
貢
の
京
上
が
遅
く
な
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
わ
れ
ら
が
い
い
加
減
な
扱
い
を
し
た
と
思
わ
れ
て

し
ま
う
の
で
、
先
ず
は
斥
候
と
し
て
わ
た
し
の
中
間
の
一
人
を
京
に
む
か
わ
せ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
あ
れ
こ
れ
す
る
う
ち
に
、
す
ぐ
に
道
も
静
か
に
な
っ
た
な

ら
ば
、
年
貢
を
な
お
い
っ
そ
う
運
送
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
只
今
も
、
先
ず
こ
の

使
い
に
割
符
を
四
つ
も
た
せ
て
進
上
し
ま
す
。
漆
も
納
め
置
い
て
い
る
の
で
す

が
、（
こ
の
使
い
に
は
持
た
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
）
今
度
の
人
夫
に
持
た
せ

て
上
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
了
蔵
が
京
都
に
上
っ
た
後
に
、
村
の
な
か
で
も
め
事
が

多
く
起
こ
っ
て
迷
惑
し
て
い
ま
し
た
が
、
何
事
も
起
こ
ら
ず
平
穏
で
す
。
詳
し

い
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
使
い
に
よ
く
よ
く
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

②
一
、
年
貢
催
促
の
事
。「
三
職
は
疎
略
な
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
、
い
つ
も
代
官

の
命
令
に
従
い
、
年
貢
の
未
進
が
な
い
よ
う
に
、
厳
重
に
百
姓
に
催
促
を
す
る

よ
う
に
」
と
、
東
寺
さ
ま
の
方
か
ら
ご
命
令
し
て
く
だ
さ
い
。「
去
年
の
年
貢

・
地
下
（
じ
げ
） 

＝ 

村
あ
る
い
は
百
姓

⑩
の
部
分

・
田
所
職
公
事
辺 

＝ 

領
家
方
新
見
荘
の
三
職
の
一
つ
、
田
所
職
を
金
子
衡
氏

と
大
田
直
高
が
争
っ
た
こ
と
。
公
事
は
訴
訟

・
父
親
三
人
な
が
ら 

＝ 

大
田
中
務
直
高
と
そ
の
父
と
子
カ

・
伯
耆
国
守
護
代 
＝ 
守
護
は
山
名
教
之
。
守
護
は
在
京
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
代
官
が
守
護
代

・
勢
使
（
せ
い
づ
か
い
） 

＝ 
軍
勢
を
動
か
す
こ
と

・
当
毛
（
と
う
げ
） 

＝ 

毛
（
け
）
は
稲
穂
の
み
の
り
の
意
。
今
年
の
作
毛

（
さ
く
げ
）

・
公
方
様 

＝ 

将
軍
足
利
義
政

・
山
名
之
律
専 

＝ 

山
名
教
之

・
し
や
う
が
い
（
生
涯
、
生
害
） 

＝ 

殺
す
こ
と
。
自
殺
す
る
こ
と
。
死
ぬ
ほ

ど
辛
い
め
に
あ
う
こ
と

・
取
手 

＝ 

捕
り
手

・
手
を
す
り
候 

＝ 

も
み
手
を
し
て
懇
願
す
る

・
口
入
（
く
ち
い
れ
） 

＝ 

仲
介
を
た
の
む
こ
と

・
お
そ
な
わ
り 

＝ 

遅
く
な
る
こ
と

⑪
尚
々
書
の
部
分

・
此
使 

＝ 

祐
清
の
中
間
（
ち
ゅ
う
げ
ん
）
彦
四
郎
、
あ
る
い
は
兵
衛
二
郎

・
御
さ
右
（
そ
う
）
ニ
よ
り 

＝ 

天
下
の
成
り
行
き
次
第
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に
要
求
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
東
寺
様
か
ら
は
免
除
の
許
し
が
で
な
い
と
こ
ろ

を
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
百
姓
が
承
服
す
る
よ
う
に
、
三
分
の

一
の
免
除
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
里
村
百
姓
等
が
損
免
の
要
求
を
し
ま
し
た

が
、
色
々
と
言
っ
て
や
っ
て
、
早
々
と
申
し
伏
せ
ま
し
た
。
高
瀬
・
中
奥
の
事

は
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
損
亡
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
申
し
ま
す
。
百
姓
ば
か
り

が
そ
の
よ
う
に
け
し
か
ら
ん
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ふ
さ
わ
し
い
言
い
方
で

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

④
一
、
夏
麦
未
進
の
事
。
今
年
は
「
れ
ん
さ
い
」
と
い
う
も
の
が
ふ
っ
て
、
夏

麦
は
す
べ
て
損
じ
た
の
で
、（
上
使
と
し
て
下
向
し
て
い
た
門
指
の
）
了
蔵
に

損
免
を
願
い
出
て
、
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年
貢
の
残
り
分
を
、
了
蔵
が
免

除
し
て
く
れ
た
と
、
百
姓
等
が
言
っ
て
い
ま
す
。
実
際
は
そ
の
よ
う
に
処
置
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
了
蔵
に
尋
ね
て
く
だ
さ
っ
て
、
ご
命
令
下
さ
い
。

⑤
一
、
京
上
夫
の
事
。（
一
年
間
に
）
十
二
人
分
を
果
た
す
よ
う
に
百
姓
に
厳

密
に
申
し
つ
け
た
と
こ
ろ
、
年
間
八
人
分
に
減
免
し
、
助
け
て
ほ
し
い
と
言
っ

て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
承
服
し
て
い
ま
せ
ん
。
な
お
さ
ら
に
、
厳
密
に

命
じ
て
下
さ
い
。

⑥
一
、
去
年
の
一
献
料
の
事
も
、
催
促
を
し
ま
す
と
、
免
状
が
下
さ
れ
て
い
る

の
で
、
な
に
と
ぞ
（
ご
容
赦
く
だ
さ
い
と
）
嘆
願
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
ま

す
。
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
。
ご
指
示
く
だ
さ
い
。

⑦
一
、
去
年
の
漆
の
未
進
の
事
。
ど
の
百
姓
に
ど
れ
だ
け
の
未
進
が
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
未
進
帳
に
記
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
二
人
の
上
使
（
祐
成
・
祐

深
）
に
尋
ね
て
頂
き
、
注
進
し
て
下
さ
い
。

⑧
一
、
今
年
分
の
京
上
夫
を
一
人
、
去
年
に
上
使
が
上
洛
す
る
時
に
、
繰
り
上

未
進
が
多
か
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
三
職
が
お
ろ
そ
か
な
扱
い
を
し
た
こ
と
が

原
因
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。「
東
寺
の
こ
と
を

一
番
大
切
に
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
い
つ
も
年
貢
の
納
入
を
怠
っ

て
、
さ
ら
に
は
百
姓
と
一
体
に
な
っ
て
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
を
百
姓
に
言
わ
せ
て

い
る
の
は
、
け
し
か
ら
ん
」。
わ
た
し
の
方
に
も
、
三
職
の
方
に
も
、「
年
貢
の

寺
納
が
遅
い
」
と
、
折
檻
す
る
書
状
を
お
下
し
く
だ
さ
い
。

③
一
、
高
瀬
・
中
奥
の
百
姓
等
が
、
損
亡
に
よ
る
年
貢
の
免
除
を
願
い
、
年
貢

を
押
し
込
め
て
、
窮
状
を
訴
え
て
年
貢
の
納
入
を
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
い
い
ま

す
。
わ
れ
ら
が
こ
れ
に
対
し
て
、
色
々
と
言
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
納
得

し
ま
せ
ん
。
百
姓
ら
が
あ
ま
り
に
訴
え
る
の
で
、「
三
分
の
一
を
免
除
し
よ
う
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、「
地
頭
方
の
よ
う
に
、
三
分
の
二
を
免
除
し
て
く
れ
な
け

れ
ば
、
な
ま
じ
っ
か
、
頭
や
足
を
も
が
れ
た
と
し
て
も
、
年
貢
銭
は
一
銭
た
り

と
も
進
上
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
、
一
味
同
心
を
し
て
、
起
請
文
を
書
い
た

の
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
で
す
。
今
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
年
貢
を
半

分
免
除
し
よ
う
と
言
っ
て
も
、
納
得
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
三
職
も
同
様
に
申

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
職
へ
は
「
東
寺
と
し
て
は
こ
れ
位
の
分
を

免
除
し
よ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
三
職
は
百
姓
と
一
体
と

な
っ
て
い
る
か
ら
、（
も
し
免
除
し
た
な
ら
ば
）
免
除
し
た
上
に
、
さ
ら
に
深

く
立
ち
入
っ
て
免
除
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、「
ま
っ
た
く
免
除
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。「
今
年
は
、
東
寺
領
の
ほ
か
に

は
、
損
免
を
要
求
す
る
在
所
は
な
い
の
に
、
こ
の
荘
園
か
ら
こ
の
よ
う
に
要
求

が
あ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
百
姓
等
が
怠
慢
で
け
し
か
ら
ん
と
思
っ
て
い
る
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
年
す
ぐ
に
免
除
さ
れ
て
は
、
後
の
年
に
も
同
様



─ 14 ─

て
、
そ
の
よ
う
に
（
大
田
方
に
加
勢
を
）
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
申

し
て
、
す
ぐ
に
大
田
方
に
加
勢
す
る
こ
と
を
遠
慮
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

大
田
は
支
援
の
手
を
得
ら
れ
ず
、
そ
の
後
に
我
ら
に
も
み
手
を
し
て
懇
願
し
て

き
た
の
で
、
金
子
方
に
仲
介
を
し
て
、
田
所
職
の
内
の
田
を
三
反
分
け
て
、
大

田
に
与
え
、
す
べ
て
村
が
平
穏
無
事
に
な
り
ま
し
た
。
こ
と
ご
と
に
め
で
た
い

こ
と
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
年
貢
の
京
進
が
遅
く
な
っ
て
い
る
こ
と

を
三
職
方
に
厳
密
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
時
分
に
な
れ
ば
、
今
年
の

年
貢
の
未
進
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
迷
惑
と
い
え
ば
こ
の
こ
と
で
す
。
諸
事

や
村
の
様
子
は
、
こ
の
使
い
に
よ
く
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
こ
と
ご
と
に
、
重
ね

て
注
進
申
し
上
げ
る
で
し
ょ
う
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

⑪
（
尚
々
書
）
こ
の
使
い
を
ど
の
よ
う
に
し
て
も
早
々
に
（
こ
ち
ら
に
）
下
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
に
か
し
て
す
ぐ
に
京
上
夫
を
上
洛
さ
せ
ま
す
。

ご
理
解
く
だ
さ
っ
て
、
御
返
事
を
す
ぐ
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
寛
正
三
年
）
十
一
月
一
日　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）
東
寺
公
文
所
上
座
さ
ま

⑵
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状
二
通

Ａ
サ
三
四
八
（
岡
五
七
二
）
寛
正
三
年
一
〇
月
一
四
日
、
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等

申
状
、
宛
所
新
見
領
家
御
代
官

畏
申
上
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抑
、

そ（

損

亡

）

ん
ま
う
の
事
、
渡（
度
々
）々わ
ひ
事
申
上
候
へ
共
、
御
せ（

承

引

）

う
い
ん
な
く
候
、
今（
今
度
）渡の

御
あ（
上
が
り
）

か
り
に
御
け（
検
見
）

ん
見
候
て
、
御
扶
持
も
候
へ
と
申
候
へ
共
、
其
儀
も
御
座
な

く
候
て
、
御
年
貢
御
さ（

催

促

）

い
そ
く
と
仰
候
て
、
御
せ（

折

檻

）

つ
か
ん
め
さ
れ
候
間
、

け（

計

会

）

い
く
わ
い
仕
候
、
可
レ
然
様
に
御
ち（

注

進

）

う
し
ん
め
さ
れ
候
て
、
地
頭
分
な
ミ
に

げ
て
上
洛
さ
せ
た
と
（
百
姓
等
は
）
言
っ
て
い
る
。
去
年
は
京
上
夫
を
八
人
ま

で
も
上
洛
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
、
今
年
分
の
京
上
夫
を
一
人
繰

り
上
げ
た
と
の
こ
と
は
、
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
百
姓

等
が
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
尋
ね
て
く
だ
さ
り
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

⑨
一
、
了
蔵
が
在
荘
の
間
は
、
そ
の
年
の
京
上
夫
は
三
人
上
洛
し
た
と
思
っ
て

い
た
が
、
四
人
だ
と
百
姓
は
言
っ
て
い
る
。
事
実
だ
ろ
う
か
。
お
聞
き
し
た

い
。
わ
れ
ら
の
心
得
で
は
、
三
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
注
進
し
て
く

だ
さ
い
。

⑩
一
、
か
つ
て
も
注
進
申
し
ま
し
た
田
所
職
訴
訟
に
つ
い
て
。
そ
の
後
た
び
た

び
我
等
の
方
へ
（
大
田
方
が
）
色
々
と
申
し
ま
し
た
が
、
京
都
に
お
い
て
そ
の

件
に
つ
い
て
は
決
着
が
つ
い
て
い
る
以
上
は
、
と
う
て
い
（
大
田
方
の
要
求

を
）
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
頑
強
に
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
去
九
月

六
日
に
父
親
な
ど
三
人
と
も
家
を
あ
け
て
、
伯
耆
国
の
守
護
代
に
頼
み
込
ん
で

新
見
荘
へ
軍
勢
を
派
遣
す
る
と
言
っ
て
、
村
人
た
ち
の
騒
ぎ
が
大
変
だ
っ
た
の

で
、
我
ら
は
伯
耆
国
の
守
護
代
の
と
こ
ろ
に
罷
り
越
し
て
、
申
し
た
こ
と
は
、

「
誠
に
そ
の
よ
う
で
し
ょ
う
か
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
田
方
に
加
勢
し

て
当
荘
へ
軍
勢
を
派
遣
す
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
万
一
、
そ
う
し
た
こ
と
が

起
っ
て
、
今
実
っ
て
い
る
稲
を
見
な
い
で
損
じ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
年
貢
を

寺
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
将
軍
足
利
義
政
様
の
た
め
の

ご
祈
禱
が
滞
り
東
寺
か
ら
訴
え
が
起
こ
さ
れ
た
な
ら
ば
、
恐
れ
な
が
ら
、
京
都

に
お
い
て
、
伯
耆
国
守
護
の
山
名
教
之
が
急
度
と
ん
で
も
な
い
窮
地
に
追
い
込

ま
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
色
々
と
脅
し
ま
し
た
の
で
、（
守
護
代
は
）

「
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
か
」
と
思
い
、「
弓
矢
の
神
で
あ
る
八
幡
大
菩
薩
に
誓
っ
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や
御
公
事
を
つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ

ま
す
。

　
　

十
月
十
四
日　
　
　

高
瀬
中
お
く
御
百
姓
等

新
見
領
家
御
代
官
人
々
御
中

Ｂ
サ
一
〇
六
（
岡
三
六
四
）
寛
正
三
年
一
〇
月
一
九
日
、
高
瀬
・
中
奥
百
姓
等

申
状
、
宛
所
新
見
領
家
御
代
官

畏
申
上
候
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抑
、 

当
年
ハ
長
雨
ふ
り
候
て
、
田
畠
共
に
さ（
早
立
ち
）

う
た
ち
候
処
に
、
八
月
廿
八
日
の
夜
、

九
月
二
日
の
夜
、
大
霜
ふ
り
候
て
、
悉
そ（
損
）ん
し
候
間
、
御
け（
検
見
）

ん
見
候
へ
と
申
上

候
を
、
め
さ
れ
す
候
、
又
渡（
度
々
）々わ
ひ
事
申
候
も
、
い
ま
た
御
扶
持
な
く
候
、
地

下
け（

計

会

）

い
く
わ
い
仕
候
を
、
御
ち（

注

進

）

う
し
ん
あ
る
へ
き
よ
し
承
候
間
、
畏
入
候
、

可
レ
然
や
う
に
御
申
候
て
、
地
頭
分
な
ミ
に
御
ふ（
扶
持
）ちあ
る
へ
く
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

十
月
十
九
日

　
新
見
領
家
御
代
官
人
々
御
中　
　
　
　
　
　

高
瀬
中
お
く
御
百
姓
等

○
Ｂ
の
現
代
語
訳

畏
ま
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
は
長
雨
が
降
っ
て
、
田
も
畠
も
「
そ
う
だ
ち

（
早
立
ち
）」
に
な
っ
た
上
に
、
八
月
二
十
八
日
の
夜
、
九
月
二
日
の
夜
に
大
霜

が
ふ
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
損
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
検
見
（
農
作
物
の
出
来
具

御
ふ（
扶
持
）ち候
ハ
ヽ
、
畏
入
候
へ
く
候
、
い
か
に
も
御
ふ
ち
候
ハ
て
ハ
、
御
年
貢
・

御
公
事
つ
と
め
申
か
た
く
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

十
月
十
四
日　
　
　
　
　

 

高
瀬
中
お
く
御
百
姓
等

　
新
見
領
家
御
代
官
人
々
御
中

○
用
語
な
ど
の
注
釈

・
そ
ん
ま
う
（
損
亡
） 

＝ 

水
旱
損
な
ど
で
農
作
物
が
被
害
を
受
け
る
こ
と

・
わ
ひ
事
（
侘
事
） 

＝ 

嘆
願
す
る
。
こ
こ
で
は
年
貢
の
減
免
の
要
求

・
御
け
ん
見
（
検
見
） 

＝ 

農
作
物
の
出
来
具
合
を
調
べ
る
こ
と

・
け
い
く
わ
い
（
計
会
） 

＝ 

や
り
く
り
が
つ
か
ず
困
窮
し
て
い
る

○
Ａ
の
現
代
語
訳

畏
ま
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
て
、
農
作
物
が
被
害
を
受
け
た
の
で
た
び
た
び

年
貢
を
減
免
し
て
ほ
し
い
と
嘆
願
い
た
し
ま
し
た
が
、
受
け
入
れ
て
頂
け
ま
せ

ん
。「
今
度
の
（
高
瀬
・
中
奥
へ
）
あ
が
ら
れ
る
時
に
、
農
作
物
の
出
来
具
合

を
調
べ
て
く
だ
さ
っ
て
、
年
貢
を
減
免
し
て
く
だ
さ
い
」
と
申
し
あ
げ
ま
し
た

が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
な
く
、「
御
年
貢
の
催
促
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
御

折
檻
を
さ
れ
る
の
で
、
や
り
く
り
が
つ
か
ず
困
窮
し
て
い
ま
す
。
こ
の
状
況
に

ふ
わ
し
い
物
言
い
で
（
農
作
物
の
被
害
が
多
大
で
あ
る
こ
と
を
東
寺
様
に
）
御

注
進
し
て
頂
き
、
地
頭
分
の
よ
う
に
年
貢
の
減
免
を
し
て
頂
け
れ
ば
、
か
し
こ

み
入
り
ま
す
。
な
ん
と
し
て
も
年
貢
の
減
免
を
し
て
頂
け
な
け
れ
ば
、
御
年
貢
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東
寺
公
文
所
上
座

（
尚
々
書
）
公
方
様
御
成
、
御
き（
機
嫌
）

け
ん
も
よ
く
御
座
候
て
、
毎
事
目
出
度
御
座

候
哉
、
又
御
領
も
参
候
哉
、
委
細
承
度
候
、

○
祐
清
注
進
状
❺
の
現
代
語
訳

繰
り
返
し
ま
す
が
申
し
入
れ
ま
す
。
損
免
の
事
は
、
然
る
べ
き
よ
う
に
ご
相
談

く
だ
さ
っ
て
、
せ
め
て
半
分
の
免
除
を
し
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
、（
百
姓
は
）

容
易
に
は
承
服
し
な
い
で
し
ょ
う
。
地
頭
方
は
現
場
の
田
地
に
立
っ
て
検
見
を

し
て
、
す
で
に
三
分
の
二
の
減
免
が
決
定
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
に
対
し
て
も

検
見
を
し
て
く
だ
さ
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
、
年
貢
の
催
促
を
す
る
ふ
り
を
し

て
現
地
に
行
き
、
よ
そ
を
見
る
ふ
り
を
し
て
（
作
柄
を
）
見
る
と
、
あ
ま
り
に

も
こ
と
ご
と
く
に
散
々
な
様
子
な
の
で
、
安
易
に
（
作
柄
を
）
見
て
し
ま
っ
て

は
よ
く
な
い
の
で
、「
京
都
に
注
進
し
な
い
ま
ま
で
、
私
の
一
存
で
ど
う
す
る

か
を
決
め
が
た
い
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、（
百
姓
は
）
年
貢
を
い
っ
さ
い
納

め
な
い
の
で
、「
三
分
の
一
の
減
免
を
し
よ
う
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、「
容
易

に
は
そ
れ
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
申
し
ま
す
の
で
、
合
意
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
半
分
の
免
除
を
し
て
、
も
う
少
し
は
催
促
し
ま
し
ょ
う
。
よ
く
よ
く

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
丁
寧
に
ご
披
露
し
て
く
だ
さ

い
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

　

将
軍
足
利
義
政
さ
ま
の
東
寺
へ
の
お
成
り
は
、
ご
機
嫌
良
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
こ
と
ご
と
に
め
で
た
く
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

合
の
調
査
）
を
し
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
の
に
、
し
て
く
だ
さ
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
度
々
年
貢
の
減
免
を
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
減
免

し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
百
姓
は
や
り
く
り
が
つ
か
ず
困
っ
て
い
る
こ
と
を

（
東
寺
へ
）
御
注
進
く
だ
さ
る
と
の
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
の
で
、
か
し
こ
み

入
り
ま
す
。
し
か
る
べ
き
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
り
、
地
頭
分
と
同
様

に
年
貢
の
減
免
を
し
て
く
だ
さ
い
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

十
月
十
九
日

新
見
領
家
御
代
官
人
々
御
中　
　
　
　
　
　

高
瀬
中
奥
御
百
姓
等

⑶
祐
清
注
進
状
❺
サ
三
五
一
（
岡
五
七
五
）、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
、
宛
所

東
寺
公
文
所
上
座　

返
々
申
入
候
、
損
免
事
、
可
レ
然
様
ニ
御
談
合
候
て
、
せ
め
て
半
分
御
免
候
ハ

す
ハ
、
中
々
承
引
仕
ま
し
く
候
、
地
頭
方
ハ
立
田
の
上
に
て
、
け（
検
見
）

ん
ミ
候
て
、

は
や
三
分
二
を
免
置
き
候
、
我
ら
に
も
け
ん
ミ
仕
候
へ
と
申
候
間
、
御
年
貢
の

さ（

催

促

）

い
そ
く
ニ
、
事
お
そ
（
寄
せ
カ
）せ

候
て
罷
上
、
よ
そ
な
か
ら
見
候
へ
ハ
、
余
ニ
悉
々

散
々
式
候
間
、
中
々
見
候
て
ハ
不
レ
可
レ
然
候
間
、
京
都
へ
注
進
仕
候
ハ
て

ハ
、
私
と
し
て
是
非
を
さ
た
め
か
た
き
よ
し
申
候
へ
と
も
、
御
年
貢
を
一
向
沙

汰
を
い
た
さ
す
候
間
、
三
分
一
を
免
へ
き
よ
し
申
候
へ
共
、
中
々
其
分
に
て
承

引
申
ま
し
き
よ
し
申
候
間
、
不
レ
能
二
了
簡
一
候
、
半
分
を
も
御
免
候
て
、
其
余

を
さ
い
そ
く
を
い
た
す
へ
く
候
、
能
々
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、
此
等
之
趣
、
御
念

比
ニ
可
レ
頂
二
御
披
露
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

十
一
月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
中
国
新
見
よ
り
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決
着
が
つ
い
て
い
て
、
大
田
中
務
が
所
持
し
て
い
た
田
所
職
の
書
類
は
す
べ
て

金
子
方
に
返
す
の
で
、
も
し
一
通
で
も
残
し
置
い
て
は
い
な
か
と
（
思
い
）、

こ
ち
ら
も
点
検
し
て
残
ら
ず
書
類
を
受
け
取
り
た
い
と
（
大
田
に
）
申
し
ま
し

た
。
た
び
た
び
申
し
ま
す
が
、（
田
所
職
の
証
拠
書
類
の
案
文
を
）
下
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
同
じ
く
金
子
衡
氏
も
喜
ぶ
で
し
ょ
う
。
金
子
は
、
わ
た
し
に
先

日
、
う
れ
し
い
こ
と
だ
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
ご
連
絡
す
る
機
会
が
な
く
、

今
こ
の
よ
う
に
申
し
あ
げ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
た
し
か
に
（
田
所
職
の
証
拠
書

類
の
案
文
を
）
下
し
頂
き
た
い
。
い
つ
も
の
よ
う
に
重
ね
て
申
し
あ
げ
ま
す
。

恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
言
上
し
ま
す
。

（
寛
正
三
年
）
十
一
月
一
日　
　
　
　
　
　

新
見
政
所
よ
り　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
さ
ま

⑸
祐
清
注
進
状
❹
❺
❻
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

ⅰ
け
一
三
（
岡
八
二
三
）、
寛
正
三
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
十
一
月
十
七
日

条
「
一
、
昨
夕
自
二
新
見
庄
一
、
代
官
祐
清
中
間
男
一
人
上
洛
、
人
夫
事
者
、
備

前
・
播
磨
徳
政
蜂
起
之
間
、
不
可
云
々
、
仍
年
貢
割
符
進
上
候
、
祐
清
申
状

并
三
職
書
状
、
令
二
披
露
一
了
」、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
出
立
、
十
一
月
十

六
日
京
着
（
一
六
日
間
）。
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

十
一
月
十
六
日
夕
刻
、
祐
清
の
中
間
一
人
が
上
洛
し
た
。
備
前
・
播
磨
の
徳

政
蜂
起
に
よ
り
年
貢
を
運
ぶ
人
夫
が
出
せ
な
い
の
で
、
祐
清
の
中
間
が
年
貢

の
割
符
と
祐
清
注
進
状
と
三
職
注
進
状
（
こ
れ
は
現
存
せ
ず
）
を
持
参
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
東
寺
は
こ
の
二
通
へ
の
返
事
と
し
て
書
下
を
そ
れ
ぞ
れ

日
野
富
子
さ
ま
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
詳
し
く
伺
い
た
い
も
の

で
す
。

（
寛
正
三
年
）
十
一
月
一
日　
　
　
　
　

備
中
国
新
見
よ
り　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
さ
ま

⑷
祐
清
注
進
状
❻
サ
三
五
〇
（
岡
五
七
四
）、（
寛
正
三
年
）
十
一
月
一
日
、
宛

所
東
寺
公
文
所
上
座

田
所
職
支
証
之
案
文
、
大
田
中
務
寺
家
ニ
置
申
候
由
、
承
候
、
此
便
宜
ニ
下
可
レ

給
候
、
彼
公
事
は
や
道
行
候
て
、
中
務
所
持
仕
候
、
本
支
証
悉
々
金
子
方
へ
返

候
間
、
若
一
通
も
残
置
候
事
も
哉
候
ハ
ん
、
こ
れ
に
て
見
あ
ハ
せ
候
て
、
不
レ

残
請
取
へ
く
候
よ
し
申
候
、
返
々
下
可
レ
給
候
、
同
金
子
も
悦
喜
可
レ
申
よ

し
、
我
ら
ニ
此
間
、
連
レ
此
由
申
候
へ
共
、
無
二
便
宜
一
候
間
、
只
今
如
レ
此
申

候
、
相
構
々
々
た
し
か
に
下
可
レ
給
候
、
毎
事
重
而
可
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
新
見
政
所
よ
り

　
　

十
一
月
一
日　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座

○
祐
清
注
進
状
❻
の
現
代
語
訳

田
所
職
の
証
拠
書
類
の
案
文
（
写
し
）
を
大
田
中
務
直
高
が
東
寺
に
預
け
置
い

た
と
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
そ
れ
を
こ
ち
ら
に
下
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
あ
の
訴
訟
（
大
田
が
田
所
職
に
付
き
た
い
と
い
う
訴
え
）
は
す
で
に



─ 18 ─

送
進
備
中
国
新
見
庄
領
家
方
御
年
貢
銭
事

　

合
拾
貫
文
者

　

漆
大
桶
一

先
度
御
割
符
四
、
肆
拾
貫
文
上
申
候
、
参
着
候
哉
、
御
返
事
未
レ
下
候
、
無
二

御
心
元
一
存
候
、
慥
ニ
何
も
、
御
請
取
下
可
レ
給
候
、
次
先
度
、
委
細
申
候
、
高

瀬
・
中
奥
之
損
亡
之
事
ニ
、
御
年
貢
一
向
押
置
候
て
、
沙
汰
不
レ
申
候
、
返
々

申
付
候
て
、
且
ニ
沙
汰
を
い
た
し
候
へ
、
少
分
な
り
と
も
御
免
な
き
事
、
あ
る

ま
し
き
そ
と
申
候
へ
共
、
三
分
二
を
御
免
候
ハ
す
ハ
、
一
向
不
（
マ
マ
）進
ま
し
き
よ

し
申
候
間
、
緩
怠
無
二
是
非
一
候
、
以
前
注
進
如
レ
申
候
、
半
分
計
も
御
免
候
ハ

て
ハ
、
き
と
道
行
か
た
く
候
、
い
か
や
う
と
も
御
念
比
ニ
被
二
仰
下
一
候
て
、
御

年
貢
催
促
い
た
す
へ
く
候
、
随
自
、
先
度
之
中
間
者
、
京
都
ニ
逗
留
仕
へ
き
子

細
候
間
、
御
返
事
さ
た
め
て
お
そ
く
可
レ
下
候
、
此
夫
の
御
返
事
ニ
、
損
免
之

事
、
委
細
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、
軈
而
、
来
月
、
夫
可
レ
進
候
、
毎
事
、
重
而
注

進
可
レ
申
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
中
国
新
見
領
家
政
所

　
　

霜
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

　

東
寺
公
文
所
上
座

○
用
語
な
ど
の
注
釈

・
送
進
…
…
…
事 

＝ 

事
書
と
い
う
。「
送
進
す
…
…
…
の
事
」、
或
い
は

「
…
…
…
を
送
進
す
る
事
」
と
読
む

用
意
し
た
。

ⅱ
祐
清
へ
の
東
寺
書
下
案
（
こ
れ
は
現
存
せ
ず
）

ⅲ
三
職
へ
の
東
寺
書
下
案
（
ゆ
函
三
二
・
岡
一
一
〇
九
）

 

本
文
の
内
容
は
、
①
～
⑧
に
要
約
で
き
る
。
①
十
一
月
三
日
の
注
進
状
が
十

六
日
に
京
着
し
た
。
②
徳
政
蜂
起
に
よ
る
路
次
難
治
を
了
解
し
た
。
③
将
軍

足
利
義
政
の
八
月
二
十
二
日
の
東
寺
御
成
の
祝
着
。
三
宝
院
・
管
領
・
諸
大

名
・
勢
州
様
が
供
奉
し
た
。
④
去
年
未
進
や
今
年
年
貢
無
沙
汰
は
、
現
代
官

が
不
案
内
な
の
で
、
責
任
は
三
職
に
あ
る
。「
御
代
官
」
と
と
も
に
心
を
一

つ
に
し
て
催
促
せ
よ
。
⑤
「
御
直
務
」
と
な
っ
た
の
は
公
方
様
の
肝
煎
で
あ

る
。
⑥
高
瀬
・
中
奥
の
損
亡
に
つ
い
て
は
、「
御
代
官
」
に
報
告
せ
よ
。
⑦

去
年
、
上
使
祐
成
・
祐
深
が
下
向
し
た
時
の
違
割
符
の
残
分
に
つ
い
て
、
金

子
方
の
無
沙
汰
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
上
使
二
人
の
書
下
を
送
る
（『
教
』

一
六
九
七
）。
⑧
割
符
に
よ
り
年
貢
進
上
の
時
は
、
京
都
で
現
銭
が
調
達
で

き
る
も
の
を
探
し
て
送
る
よ
う
に
せ
よ
。

３
．
寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日
発
、
十
一
月

二
十
五
日
京
着

⑴
祐
清
注
進
状
❼
ゆ
三
〇
（
岡
一
一
〇
七
）、
寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日
、
宛

所
東
寺
公
文
所
上
座

（
封
紙
ウ
ワ
書
）

「（
追
筆
）『
寛
正
参　

十
一　

廿
五
到
着
』　　
　

備
中
国
新
見
庄
領
家
政
所

　

東
寺
公
文
所
上
座　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
清
」　　
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・
軈
而
（
や
が
て
） 

＝ 

す
ぐ
に

・
毎
時
（
ま
い
じ
） 

＝ 

ま
た
、
事
の
あ
る
た
び
に

○
祐
清
注
進
状
❼
の
現
代
語
訳

備
中
国
新
見
荘
領
家
方
御
年
貢
を
送
進
す
る
事

合
わ
せ
て　

拾
貫
文　

で
あ
る

漆
大
桶
一

前
回
、
御
割
符
四
（
四
十
貫
文
分
）
を
送
り
ま
し
た
。
着
き
ま
し
た
で
し
ょ
う

か
。
御
返
事
が
い
ま
だ
に
頂
け
ま
せ
ん
の
で
、
不
安
で
す
。
ま
ち
が
い
な
く
な

に
と
ぞ
、
御
請
取
状
を
お
下
し
く
だ
さ
い
。
次
に
前
回
に
詳
し
く
申
し
ま
し
た

高
瀬
・
中
奥
の
年
貢
免
除
の
事
で
す
が
、（
百
姓
は
）
御
年
貢
を
ま
っ
た
く
押

し
と
ど
め
て
出
し
ま
せ
ん
。
何
度
も
何
度
も
申
し
つ
け
て
、「
取
り
急
ぎ
年
貢

を
出
し
な
さ
い
。
少
し
の
減
免
も
し
な
い
。
決
し
て
減
免
措
置
は
し
な
い
」
と

申
し
ま
し
た
が
、（
百
姓
は
）「
三
分
の
二
を
減
免
し
て
頂
け
な
い
の
な
ら
、
絶

対
納
め
ま
せ
ん
」
と
申
す
の
で
、（
百
姓
の
）
怠
慢
な
態
度
に
は
打
つ
手
が
あ

り
ま
せ
ん
。
以
前
に
注
進
状
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
半
分
ば
か
り
の
減
免
を

し
な
い
と
、
き
っ
と
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
と
も
丁
寧
に
ご
命
令
を
下
さ

れ
て
、
御
年
貢
を
催
促
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
で
、
前
回
の
中
間
（
ち
ゅ
う
げ

ん
）
は
、
京
都
に
逗
留
す
る
用
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、（
東
寺
さ
ま
か
ら
の
）

御
返
事
は
き
っ
と
お
そ
く
届
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。（
そ
こ
で
）
こ
の
京

上
夫
に
託
す
御
返
事
に
損
免
の
事
（
半
免
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
）
を

く
わ
し
く
ご
命
令
く
だ
さ
い
。
す
ぐ
に
（
ま
た
）
来
月
、
京
上
夫
を
上
洛
さ
せ

ま
す
。
い
つ
で
も
重
ね
て
注
進
申
し
ま
す
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
ま
す
。

・
合
…
…
…
者 

＝ 

「
合
わ
せ
て
…
…
…
て
え
り
」
と
読
む
。「
全
部
で
…
…
…

で
あ
る
」
の
意
味

・
肆 
＝ 
四
の
漢
数
字

・
慥
ニ
（
た
し
か
に
） 

＝ 

ま
ち
が
い
な
く

・
何
も
（
い
ず
れ
も
） 
＝ 

結
局
。
と
に
か
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も

・
委
細
（
い
さ
い
） 
＝ 
く
わ
し
く
。
万
事

・
高
瀬
・
中
奥
之
損
亡
之
事 
＝ 

サ
函
三
四
八
、
十
月
十
四
日
、
新
見
荘
高

瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状　

と　

サ
函
一
〇
六
、
十
月
十
九
日
、
新
見
荘
高

瀬
・
中
奥
百
姓
等
申
状

・
一
向
（
い
っ
こ
う
） 

＝ 

ま
っ
た
く

・
且
ニ
（
か
つ
が
つ
に
） 

＝ 

と
り
急
い
だ
気
持
を
表
わ
す
語
。
と
り
あ
え

ず
。
急
い
で

・
あ
る
ま
し
き
そ
（
あ
る
ま
じ
き
ぞ
） 

＝ 

き
っ
と
あ
る
は
ず
が
な
い
。
あ
っ

て
は
な
ら
な
い

・
緩
怠
（
か
ん
た
い
） 

＝ 

怠
慢

・
無
是
非
候
（
ぜ
ひ
な
く
そ
う
ろ
う
） 

＝ 

ど
う
し
よ
う
も
な
い

・
道
行
か
た
く
候
（
み
ち
ゆ
き
が
た
く
そ
う
ろ
う
） 

＝ 

う
ま
く
い
か
な
い

・
念
比
ニ
（
ね
ん
ご
ろ
に
） 

＝ 

心
を
こ
め
て
。
手
あ
つ
く
。
親
身
に

・
先
度
之
中
間
（
せ
ん
ど
の
ち
ゅ
う
げ
ん
） 

＝ 

祐
清
に
従
っ
て
い
た
下
人
。

彦
四
郎
と
兵
衛
二
郎
の
ど
ち
ら
か

・
さ
た
め
て
（
定
め
て
） 

＝ 

き
っ
と

・
夫
（
ふ
） 

＝ 

新
見
と
京
都
を
往
還
す
る
京
上
夫　

・
損
免 

＝ 

不
作
に
よ
る
損
害
に
対
す
る
年
貢
の
減
免
。
減
免
率
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一
、
漆
大
桶
一
、
進
上
候
、
同
請
取
別
帋
進
候
、
此
漆
い
か
ほ
と
候
分
済
を
、

無
二
御
注
進
一
候
、
無
二
心
元
一
候
処
、
御
念
比
ニ
升
合
の
数
を
可
レ
承
候
、

一
、
先
立
、
御
年
貢
割
符
、
あ
ま
か
崎
・
山
崎
な
と
ニ
候
て
、
種
々
煩
共
候
、

さ
候
間
、
公
平
多
入
て
候
、
於
二
向
後
一
者
、
如
レ
此
、
煩
な
る
割
符
を
給
候

て
、
非
分
の
入
息
を
は
国
よ
り
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
候
之
由
、
可
レ
申
旨
候
、

一
、
去
年
々
貢
等
、
堅
御
催
促
候
へ
く
候
、
仍
運
上
之
時
者
、
去
年
・
当
年
分

を
、
御
書
わ
け
候
て
、
御
進
上
候
へ
く
候
、
以
前
も
此
分
申
候
、

一
、
以
前
御
使
者
、
依
二
割
符
煩
一
、
留
置
候
、
雖
レ
然
、
彼
私
之
所
用
候
と

て
、
伊
勢
辺
々
下
候
、
以
前
御
返
事
を
ハ
、
彼
人
下
向
之
時
、
可
レ
被
二
仰
付
一

候
、
其
分
可
レ
得
二
御
意
一
候
、
尚
々
御
年
貢
諸
公
事
物
等
、
早
々
年
内
ニ
、
悉

可
レ
有
二
御
寺
納
一
候
、
条
々
、
無
二
御
等
閑
一
候
条
、
寺
家
様
御
悦
喜
之
由
、

能
々
可
レ
申
旨
候
、
謹
言
、

　

十
一
月
廿
八
日　
　
　
　
　

─
─

○
用
語
の
注
釈

・
公
平
（
く
び
ょ
う
） 

＝ 

年
貢
。
こ
こ
で
は
費
用
の
意
味

・
割
符
煩
（
さ
い
ふ
の
わ
ず
ら
い
） 

＝ 

割
符
を
「
割
符
屋
」
に
持
参
し
て
現

銭
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
「
裏
書
」
を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
裏
書
」
は
「
紙
の
割
符
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
「
上
り
荷
」
が

「
割
符
屋
」
に
到
着
す
る
こ
と
で
実
現
す
る
。
煩
い
と
い
う
の
は
、
そ
の

「
裏
書
」
が
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
さ
す

○
内
容

箇
条
書
き
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
順
に
①
年
貢
銭
が
割
符
一
〇
貫

十
一
月
十
四
日　
　
　

備
中
国
新
見
領
家
政
所　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
さ
ま

さ
ら
に
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
御
返
事
に
損
免
に
つ
い
て
万
事
ご
命
令
く
だ
さ

い
。
前
回
の
御
返
事
は
ま
だ
下
っ
て
い
ま
せ
ん
。

⑵
祐
清
注
進
状
❼
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

ⅰ
け
一
三
（
岡
八
二
三
）、
寛
正
三
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
十
一
月
二
十
六

日
条

「
一
、
新
見
庄
重
人
夫
、
一
人
進
之
候
、
漆
大
桶
一
、
符
〈
拾
貫
文
〉
運
上

之
、
披
露
候
処
、
人
夫
一
両
日
令
二
逗
留
一
、
書
下
可
レ
被
レ
下
云
々
、
同
請

取
当
年
分
、
可
二
仰
付
一
云
々
」、
寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日
出
立
、
十
一
月

二
十
五
日
京
着
（
一
二
日
間
）。「
書
下
」
は
東
寺
書
下
で
あ
る
。
祐
清
注
進

状
❼
と
三
職
注
進
状
（
現
存
せ
ず
）
の
二
通
が
東
寺
に
送
ら
れ
、
そ
れ
に
対

す
る
祐
清
宛
て
と
三
職
宛
て
の
東
寺
書
下
二
通
を
こ
の
京
上
夫
が
新
見
荘
に

持
ち
帰
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
案
文
が
残
る
。
前
者
は
ゆ
七
三
（
岡
一
一
四
六
）

で
、
後
者
は
ゆ
三
一
（
岡
一
一
〇
八
）
で
あ
る
。

ⅱ
東
寺
書
下
案
（
ゆ
七
三
、
岡
一
一
四
六
）、
寛
正
三
年
十
一
月
二
十
八
日
、

宛
所
祐
清
新
見
庄
政
所
殿

（
端
裏
書
）

「
祐
清　

新
見
庄
政
所
殿　

御
返
事
」

当
月
十
四
日
御
注
進
状
、
同
廿
五
日
到
着
候
、

一
、
御
年
貢
銭
拾
貫
文
〈
割
符
〉
運
上
、
御
目
出
度
候
、
仍
請
取
別
帋
進
レ
之

候
、
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候
、
地
下
事
外
無
沙
汰
申
候
間
、
只
今
、
御
年
貢
す
く
な
く
寺
納
申
候
事
、
我

ら
か
無
沙
汰
様
ニ
お
ほ
し
め
す
へ
く
候
間
、
無
二
御
心
元
一
存
申
候
、
乍
レ
去
、

高
瀬
・
中
奥
損
免
之
事
、
無
沙
汰
申
候
、
は
や
道
行
候
ほ
と
に
、
只
々
沙
汰
仕

候
、
明
春
ニ
ハ
目
出
度
、
早
々
寺
納
可
レ
申
候
、

②
一
、
高
瀬
・
中
奥
損
免
事
、
委
細
被
二
仰
下
一
候
、
さ
候
間
、「
三
分
一
御
免

あ
る
へ
き
」
よ
し
、
御
下
知
之
由
、
申
付
候
へ
ハ
、「
中
々
其
分
に
て
候

ハ
ヽ
、
以
前
為
二
代
官
一
、
蒙
レ
仰
候
時
こ
そ
、
領（
領
状
）性
可
レ
仕
候
へ
、
三
分
二
御

免
な
く
て
ハ
叶
ま
し
き
」
よ
し
、
堅
申
候
、
さ
候
間
、
色
々
問
答
仕
候
て
、
半

分
免
候
て
、
道
や
り
候
、
但
百
姓
等
ニ
ハ
「
三
分
一
御
免
候
に
て
候
、
其
外
ハ

一
粒
一
銭
も
御
免
あ
る
ま
し
く
候
へ
共
、
余
ニ
堅
わ
ひ
事
被
レ
申
候
間
、
先
注

進
申
て
可
レ
見
候
、
定
而
御
免
ハ
あ
る
ま
し
き
そ
、
其
分
心
得
候
へ
」
と
、
申

付
候
て
、
半
分
免
候
て
、
御
年
貢
沙
汰
申
さ
せ
候
、
此
御
返
事
ニ
ハ
「
三
分
一

外
ハ
、
御
免
あ
る
ま
し
く
候
処
ニ
、
如
レ
此
申
候
ハ
、
百
姓
と
代
官
と
一
躰
ニ
な

り
候
て
申
候
か
、
曲
事
に
て
候
」
よ
し
、
堅
御
せ（

折

檻

）

つ
か
ん
状
、
我
ら
方
へ
下
給

へ
く
候
、
三
職
方
へ
も
、
此
分
可
レ
被
レ
仰
候
、
当
年
安
々
と
御
免
候
て
、
為
二

後
年
之
一
不
レ
可
レ
然
候
間
、
如
レ
此
申
上
候
、

③
一
、
去
年
未
進
催
促
候
へ
共
、
沙
汰
不
レ
申
候
、
先
当
年
分
、
か
い
ふ
ん
沙

汰
申
候
て
、
未
進
の
事
ハ
つ
め
ニ
一
度
ニ
沙
汰
可
レ
申
候
と
申
候
、
い
か
ゝ
可
レ

仕
候
哉
、
但
当
年
分
さ
た
申
候
を
、
先
未
進
引
候
て
、
去
年
分
を
す
ま
す
へ
く

候
哉
、
御
返
事
ニ
委
細
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

④
一
、
先
度
、
漆
升
合
の
事
ハ
、
大
桶
一
ハ
定
而
十
合
升
ニ
五
升
三
合
に
て

候
、
滴
人
京
へ
上
候
も
、
大
桶
ハ
し
か
と
定
た
る
も
の
に
て
候
、
さ
り
な
か

ら
、
此
漆
桶
ニ
、
十
合
升
に
て
水
を
五
升
三
合
入
さ
せ
ら
れ
候
て
、
御
ら
ん
候

文
で
運
上
さ
れ
た
。
請
取
状
を
別
紙
で
送
る
。
②
漆
大
桶
一
の
請
取
。
請
取
状

進
上
。
漆
の
容
量
を
申
告
す
る
よ
う
に
せ
よ
。
③
高
瀬
・
中
奥
の
損
免
は
三
分

の
一
に
決
定
。
④
年
貢
割
符
の
決
済
先
が
尼
崎
・
山
崎
で
あ
る
こ
と
は
費
用
が

多
く
か
か
る
の
で
不
満
。
今
後
は
煩
い
の
な
い
割
符
を
送
進
す
る
よ
う
に
せ
よ
。

⑤
一
昨
年
の
年
貢
を
厳
し
く
催
促
せ
よ
。
運
上
の
際
、
去
年
・
一
昨
年
の
区
別

を
す
る
よ
う
に
せ
よ
。
⑥
十
一
月
一
日
に
割
符
四
つ
を
運
ん
だ
祐
清
の
中
間
は

伊
勢
参
り
行
っ
た
。
彼
が
下
向
す
る
と
き
に
以
前
の
返
事
を
持
た
せ
る
。
年
貢

等
は
年
内
に
全
部
寺
納
せ
よ
。
年
貢
・
公
事
物
は
す
べ
て
今
年
中
に
納
め
よ
。

ⅲ
東
寺
書
下
案
（
ゆ
函
三
一
、
岡
一
一
〇
八
）、
寛
正
三
年
十
一
月
二
十
八

日
、
宛
所
三
職

○
内
容

①
高
瀬
・
中
奥
の
損
免
は
三
分
の
一
に
決
定
。
②
去
年
の
年
貢
・
公
事
が
一
切

進
納
さ
れ
て
い
な
い
の
は
け
し
か
ら
ん
。
三
職
の
怠
慢
で
は
な
い
か
。
早
々
運

上
せ
よ
。
③
今
年
の
年
貢
・
公
事
は
皆
済
す
る
よ
う
に
厳
重
に
命
令
せ
よ
。

※
二
つ
の
書
下
の
内
容
に
違
い
が
あ
る
。
祐
清
の
返
事
に
は
割
符
と
漆
の
請
取

が
あ
る
も
の
の
、
三
職
に
は
年
貢
の
未
納
を
責
め
て
い
る
。

４
．
寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日
発
、
十
二
月

二
十
六
日
京
着

⑴
祐
清
注
進
状
❽
え
三
三
（
岡
九
〇
六
）、
寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日
、
宛
所

東
寺
公
文
所
上
座　

①
去
月
廿
八
日
御
返
事
、
当
月
八
日
下
着
候
、
仍
御
年
貢
銭
弐
拾
貫
文
進
上
申
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備
中
国
新
見
庄
よ
り

　
　
　

十
二
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座

○
用
語
な
ど
の
注
釈

①
の
部
分

・
地
下
（
じ
げ
） 

＝ 

村
ま
た
は
百
姓

・
無
沙
汰
（
ぶ
さ
た
） 

＝ 

実
行
し
な
い
こ
と
。
特
に
年
貢
を
納
め
な
い
こ
と

②
の
部
分

・
領
性
（
領
状
の
誤
り
、
り
ょ
う
じ
ょ
う
） 

＝ 

承
知
す
る
こ
と

・
道
や
り 

＝ 

折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と

・
わ
ひ
事
（
侘
び
事
） 

＝ 

嘆
願
す
る
。
こ
こ
で
は
年
貢
の
減
免
の
要
求

・
曲
事
（
く
せ
ご
と
） 

＝ 

し
て
は
な
ら
な
い
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
。
に
が

に
が
し
い
こ
と
。
け
し
か
ら
ぬ
こ
と

・
せ
つ
か
ん
（
折
檻
） 

＝ 

叱
る
こ
と

③
④
の
部
分

・
か
い
ふ
ん
（
涯
分
） 

＝ 

精
一
杯
。
努
力
し
て

・
十
合
升
（
じ
ゅ
う
ご
う
ま
す
） 

＝ 

升
は
枡
（
ま
す
）

・
徳
分
（
と
く
ぶ
ん
） 

＝ 

得
分
の
こ
と
。
利
益
と
な
る
所
得

⑤
の
部
分

・
川
成 

＝ 
水
害
に
よ
り
田
畑
が
損
じ
る
こ
と

へ
く
候
、
当
年
の
漆
七
合
斗
未
進
候
、
其
ハ
漆
納
候
時
、
福
本
方
奉
行
徳
分
ニ

給
つ
け
候
よ
し
申
候
、
さ
り
な
か
ら
い
ま
た
未
進
に
て
な
ら
す
候
、

⑤
一
、
豊
岡
方
川
成
の
事
申
候
て
、
折
帋
出
候
て
、
御
年
貢
無
沙
汰
仕
候
、
其

お
り
か
ミ
上
申
候
、
去
年
御
帳
ニ
不
作
・
川
成
除
定
条
と
候
間
、
是
非
共
ニ
御

承
引
あ
る
ま
し
き
よ
し
、
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、
奥
里
ニ
川
成
申
者
、
あ
ま
た
候

間
、
一
人
を
御
免
候
て
、
皆
々
口
ニ々
可
レ
申
候
、
我
ら
ニ
色
々
申
候
へ
共
、
一

制
承
引
不
レ
仕
候
、
其
上
豊
岡
か
事
ハ
、
御
年
貢
無
沙
汰
申
候
て
、
先
度
我
ら

自
身
、
彼
者
所
へ
使
ニ
つ
き
候
て
、
堅
さ
い
そ
く
を
い
た
し
、
是
非
共
ニ
未

進
・
当
毛
共
、
皆
済
仕
候
ハ
す
ハ
、
し（

生

涯

）

や
う
か
い
仕
候
共
、
罷
か
へ
り
ま
し
き

よ
し
申
候
間
、
わ
ひ
事
仕
候
て
、
様
々
弐
貫
文
沙
汰
い
た
し
候
、
当
毛
・
未
進

過
分
さ
た
可
レ
申
候
か
、
こ
れ
な
ら
て
ハ
沙
汰
不
レ
申
候
、

⑥
一
、
御
年
貢
の
帋
ハ
、
い
ま
た
不
レ
納
候
間
、
幸
ニ
罷
上
夫
に
て
候
ほ
と

に
、
帋
を
八
束
、
一
貫
文
に
て
か
い
候
て
、
上
申
候
、
以
上
九
束
ハ
寺
家
へ
参

候
、
九
束
内
一
束
ハ
御
年
貢
の
帋
に
て
候
、
書
付
こ
と
く
、
ま
い
ら
せ
ら
れ
候

へ
く
候
、

⑦
一
、
先
度
割
符
、
山
崎
ひ
ろ
せ
大
も
ん
し
屋
に
て
、
う
ら
付
を
仕
候
て
、
京

都
に
て
料
足
可
レ
度
（
渡
）由
、
申
候
ほ
と
ニ
、
取
進
候
処
、
あ
ま
か
崎
な
と
ま
て
煩

敷
候
け
る
、
曲
事
候
、
以
後
ハ
心
得
申
候
、
此
割
符
ハ
山
崎
ひ
ろ
せ
に
て
う
ら

付
仕
候
て
、
京
に
て
料
足
可
レ
度
候
、
万
一
ひ
ろ
せ
に
て
銭
度
候
ハ
ん
と
申
候

ハ
ヽ
、
割
符
屋
よ
り
京
ま
て
、
た（
駄
賃
）

ち
ん
に
て
付
候
へ
と
、
堅
可
レ
被
レ
仰
候
、

為
レ
其
、
割
符
ぬ
し
の
そ（
添
）へ
状
の
ほ
せ
申
候
、
た
ち
ん
の
事
ハ
国
の
割
符
ぬ

し
、
ひ
ろ
せ
の
さ
い
ふ
屋
へ
可
レ
立
よ
し
申
候
、
毎
事
重
而
注
進
可
レ
申
候
、

恐
惶
謹
言
、
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は
め
で
た
く
早
々
に
寺
納
い
た
し
ま
す
。

②
一
、
高
瀬
・
中
奥
の
損
免
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
ご
命
令
を
下
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
年
貢
の
三
分
の
一
を
免
除
し
て
や
ろ
う
と
の
御
下
知
を
申
し

付
け
ま
し
た
が
、「
な
か
な
か
そ
の
減
免
の
割
合
で
あ
れ
ば
、
以
前
の
（
管

領
細
川
氏
被
官
安
富
の
）
代
官
か
ら
命
令
を
受
け
た
時
で
あ
れ
ば
領
状
（
承

服
）
し
ま
し
た
が
、（
現
在
の
直
務
で
あ
れ
ば
）
三
分
の
二
の
減
免
で
な
け

れ
ば
納
得
で
き
ま
せ
ん
」
と
堅
く
主
張
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
色
々
と
議
論

を
し
、
半
分
の
免
除
で
折
り
合
い
を
付
け
ま
し
た
。
但
し
、（
こ
の
議
論
の

過
程
を
申
し
ま
す
と
）
百
姓
に
対
し
て
は
「
三
分
の
一
の
減
免
で
あ
る
。
こ

れ
以
外
は
一
粒
一
銭
で
あ
っ
て
も
免
除
で
き
な
い
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
嘆

願
す
る
の
で
、
ま
ず
は
（
東
寺
さ
ま
に
）
注
進
し
て
み
よ
う
。（
し
か
し
）

き
っ
と
免
除
し
て
も
ら
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
心
得
な
さ
い
」
と

申
し
付
け
た
上
で
、
半
分
の
免
除
に
し
て
御
年
貢
を
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
こ
の
注
進
状
の
御
返
事
に
は
「
三
分
の
一
の
ほ
か
に
は
免
除
の
割
合

は
な
い
の
に
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
る
の
は
、
百
姓
と
代
官
と
が
し
め
し

あ
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
け
し
か
ら
ん
」
と
厳
し
い
叱
り
状
を
私
へ

下
し
て
く
だ
さ
い
。
三
職
の
方
に
も
こ
の
よ
う
に
折
檻
し
て
く
だ
さ
い
。
今

年
、
簡
単
に
免
除
の
割
合
を
増
や
し
て
し
ま
っ
て
は
、
後
年
の
た
め
に
よ
ろ

し
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
よ
う
に
申
し
あ
げ
て
い
ま
す
。

③
一
、
去
年
の
未
進
を
催
促
し
ま
し
た
が
、（
百
姓
は
）
出
し
ま
せ
ん
。（
百
姓

は
）「
ま
ず
は
今
年
の
年
貢
を
せ
い
い
っ
ぱ
い
納
め
て
、
未
進
に
つ
い
て
は

最
終
段
階
で
一
度
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
今
年
分
の
納
入
分
か
ら
ま
ず
未
進
を
差
し

・
去
年
御
帳 

＝ 

永
享
十
年
に
定
め
た
年
貢
収
納
帳

・
緩
怠
（
か
ん
た
い
） 

＝ 

怠
慢

・
し
や
う
か
い
（
生
涯
、
生
害
） 

＝ 

命
を
絶
つ
こ
と

⑥
⑦
の
部
分

・
御
あ
つ
ら
へ
（
誂
え
） 

＝ 

特
別
注
文

・
山
崎
ひ
ろ
せ
大
も
ん
し
屋 

＝ 

山
崎
は
宇
治
川
・
鴨
川
・
木
津
川
が
合
流
し

て
淀
川
に
な
る
と
こ
ろ
の
地
名
、
広
瀬
は
山
崎
の
う
ち
南
に
あ
る
地
名
、
大

文
字
屋
は
割
符
屋
の
屋
号

・
裏
付 

＝ 

割
符
を
現
銭
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
割
符
の
裏
に
書
く
こ

と
。
現
銭
化
で
き
る
日
付
と
割
符
屋
の
担
当
者
の
名
を
書
く

・
た
ち
ん
（
駄
賃
） 

＝ 

旅
費
な
ど
の
経
費

・
そ
へ
状
（
添
状
） 

＝ 

割
符
主
が
駄
賃
の
拠
出
す
る
と
い
う
保
証
文
言
を
書

い
た
書
状

○
祐
清
注
進
状
❽
の
現
代
語
訳

①
先
月
二
十
八
日
の
御
返
事
は
今
月
八
日
に
下
着
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
御
年
貢

銭
二
〇
貫
文
を
進
上
し
ま
す
。
百
姓
が
思
い
ほ
か
年
貢
を
納
め
ま
せ
ん
の

で
、
今
は
（
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
）
御
年
貢
は
少
な
く
、（
少
量
の
年
貢

銭
を
）
寺
納
し
ま
す
こ
と
を
私
が
年
貢
を
出
し
渋
っ
て
い
る
た
め
だ
と
お
思

い
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
不
安
に
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
高

瀬
・
中
奥
の
損
免
（
不
作
に
よ
る
年
貢
の
減
免
）
の
事
に
つ
い
て
で
す
が
、

（
現
在
は
）
年
貢
は
ま
っ
た
く
納
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
早
急
に
解
決
す

る
で
し
ょ
う
か
ら
、
粛
々
と
年
貢
の
徴
収
を
い
た
し
ま
す
。
来
年
の
正
月
に
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分
の
年
貢
も
、
皆
済
し
な
い
と
い
う
な
ら
、「
自
分
は
こ
こ
で
命
を
絶
つ
こ

と
に
な
っ
て
も
、
年
貢
を
収
納
せ
ず
に
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
脅
し

つ
け
ま
し
た
ら
、
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
、
や
っ
と
の
こ
と
で
二
百

文
を
納
め
ま
し
た
。（
し
か
し
）、
今
年
の
分
も
去
年
の
未
進
の
分
も
ま
だ
ま

だ
過
分
に
沙
汰
す
べ
き
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
く
ら
い
で
は
沙
汰

し
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。

⑥
一
、
御
年
貢
の
紙
は
、
ま
だ
納
め
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
幸
い
に
上
洛
す
る
京

上
夫
が
い
ま
す
の
で
、
紙
八
束
を
一
貫
文
で
買
い
、
京
進
し
ま
す
。
合
わ
せ

て
九
束
は
東
寺
に
納
め
ま
す
。
九
束
の
内
の
一
束
は
年
貢
と
し
て
納
め
る
紙

で
す
。
全
体
で
は
十
二
束
に
な
り
ま
す
。（
そ
の
う
ち
の
）
三
束
は
特
別
誂

え
の
紙
で
す
。（
そ
の
三
束
に
添
付
し
て
あ
る
）
メ
モ
書
の
通
り
に
お
収
め

く
だ
さ
い
。

⑦
一
、
前
回
の
割
符
に
つ
い
て
は
、
山
崎
の
広
瀬
大
文
字
屋
と
い
う
割
符
屋
で

「
裏
付
」
を
行
い
、
京
都
で
現
銭
を
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
（
新
見
に
来
て

い
た
割
符
屋
が
）
申
し
た
の
で
、
そ
の
割
符
を
取
っ
て
京
進
し
ま
し
た
が
、

（
結
局
、
東
寺
さ
ま
の
方
で
は
現
銭
を
受
取
る
た
め
）
尼
崎
な
ど
ま
で
行
く

煩
わ
し
さ
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
大
変
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
す
。
以
後
は

（
こ
の
よ
う
な
煩
わ
し
さ
な
い
よ
う
に
）
心
得
ま
し
た
。
今
回
の
割
符
は
山

崎
の
広
瀬
に
て
「
裏
付
」
を
行
い
、
京
都
で
現
銭
を
渡
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
万
一
、（
山
崎
の
）
広
瀬
で
銭
を
渡
し
た
い
と
（
割
符
屋
が
）
申
し
た

場
合
は
、
割
符
屋
か
ら
京
都
ま
で
の
駄
賃
を
付
け
加
え
て
出
す
よ
う
に
と
、

厳
し
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
た
め
に
、（
新
見
で
割
符
を
発
行

す
る
）
割
符
主
の
添
え
状
を
（
一
緒
に
）
送
り
ま
し
た
。
駄
賃
の
件
は
新
見

引
い
て
、
去
年
分
を
済
ま
し
た
こ
と
に
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
御
返
事
に

く
わ
し
く
ご
命
令
く
だ
さ
い
。

④
一
、
以
前
の
漆
の
升
合
（
内
容
量
）
の
事
に
つ
い
て
、
大
桶
一
の
内
容
量
の

決
ま
り
は
、「
十
合
枡
」
を
使
用
し
て
五
升
三
合
で
す
。
商
人
が
上
洛
し
て

商
い
を
す
る
際
も
、
大
桶
一
の
内
容
量
は
規
定
の
通
り
で
す
。
し
か
し
、
こ

の
た
び
の
漆
桶
に
「
十
合
枡
」
で
水
を
五
升
三
合
分
入
れ
て
み
て
下
さ
い
。

（
そ
う
す
る
と
内
容
量
が
少
な
い
の
に
気
づ
き
ま
す
。
結
果
、）
今
年
の
漆
は

七
合
ば
か
り
未
進
と
な
り
ま
す
。（
し
か
し
）
そ
の
不
足
分
は
漆
を
納
め
る

時
に
（
三
職
の
惣
追
捕
使
で
あ
る
）
福
本
盛
吉
が
奉
行
得
分
（
徴
収
役
と
し

て
の
所
得
（
わ
け
ま
え
））
と
し
て
頂
い
た
と
申
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
未
進
で
あ
っ
て
納
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

⑤
一
、
豊
岡
方
が
川
成
（
水
害
に
よ
る
不
作
）
に
つ
い
て
、
書
状
で
訴
え
、
御

年
貢
の
未
進
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
書
状
を
京
進
い
た
し
ま
す
。
去
年
の
御

帳
（
永
享
十
年
帳
）
に
は
「
不
作
・
川
成
除
定
条
」（
不
作
と
川
成
に
な
っ

た
田
地
か
ら
年
貢
を
除
く
か
ど
う
か
と
い
う
規
定
）
が
あ
る
の
で
、
絶
対
に

御
許
可
で
き
な
い
と
仰
せ
下
し
て
く
だ
さ
い
。
奥
村
に
も
里
に
も
川
成
と
主

張
す
る
も
の
が
大
勢
お
り
ま
す
の
で
、（
決
し
て
損
免
は
認
め
な
い
と
命
じ

て
頂
き
た
い
）、
一
人
の
御
免
を
認
め
れ
ば
、
皆
々
口
々
に
我
も
我
も
と
損

免
を
求
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。
私
に
色
々
と
損
免
を
訴
え
ま
す
が
、
一
切
許

可
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
上
、
豊
岡
と
い
う
人
物
は
年
貢
を
無
沙
汰
し
て
、

い
ろ
い
ろ
と
緩
怠
を
重
ね
て
い
る
者
で
す
の
で
、
一
段
と
厳
し
い
成
敗
を
加

え
ね
ば
、
他
の
者
に
も
示
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。
つ
い
先
頃
も
、
私
自
身
が
彼

の
者
の
と
こ
ろ
ま
で
出
向
い
て
厳
し
く
催
促
し
、
去
年
分
の
未
進
も
、
今
年
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５
．
寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日
付
、
三
月
三
日

京
着

⑴
祐
清
注
進
状
❾
ツ
一
四
一
（
岡
一
二
八
）、
寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日
、
宛

所
東
寺
公
文
所
上
座　

当
年
早
々
夫
を
も
可
レ
進
候
処
、
御
年
貢
も
不
レ
納
候
間
、
無
沙
汰
申
候
、

仍
割
符
弐
分
進
納
申
候
、

①
一
、
当
荘
之
事
、
余
ニ
御
年
貢
無
沙
汰
仕
候
間
、
我
ら
了
簡
ニ
、
地
下
を
伊

勢
守
ニ
可
レ
有
二
御
契
約
一
由
、
被
二
仰
下
一
候
旨
申
お
と
し
候
、
就
（
マ
マ
）両
人
に
も

可
レ
被
レ
含
候
、
如
レ
此
申
候
ニ
よ
て
、
地
下
も
お
と
ろ
き
候
て
、
御
年
貢
事
宛
ニ

沙
汰
仕
候
、
於
二
以
後
一
、
尚
々
無
沙
汰
申
ま
し
き
よ
し
申
候
、
寺
家
ニ
勢
州
身

寺
僧
に
て
御
座
候
由
申
候
、
可
レ
有
二
御
心
得
一
候
、

②
一
、
去
々
年
御
帳
余
ニ
減
候
間
、
御
本
帳
を
御
下
候
申
候
て
、
元
弘
帳
と
申

を
尋
出
候
て
、
如
レ
此
昔
ハ
御
年
貢
過
分
ニ
沙
汰
仕
候
ニ
、
今
御
帳
事
外
減
候
を

た
に
も
無
沙
汰
申
候
、
曲
事
ニ
候
よ
し
申
か
け
候
、
是
ハ
今
御
帳
之
面
を
未
進

無
二
懈
怠
一
沙
汰
申
さ
す
へ
き
た
め
ニ
、
か
や
う
ニ
申
付
候
、
御
心
得
候
て
、
両

人
に
も
可
レ
被
二
仰
付
一
候
、

③
一
、
御
年
貢
帋
、
去
々
年
分
先
七
束
進
申
候
、

④
一
、
漆
去
々
年
未
進
二
合
六
夕
、
又
去
年
未
進
七
合
、
合
九
合
六
夕
進
納
申

候
、
去
年
未
進
ハ
福
本
方
奉
行
徳
分
ニ
可
レ
給
よ
し
、
以
前
注
進
申
候
し
か
と

も
、
無
レ
謂
子
細
と
申
候
て
上
申
候
、

⑤
一
、
夫
之
事
、
此
間
色
々
せ（

折

檻

）

つ
か
ん
仕
候
て
申
伏
候
て
、
当
年
よ
り
十
二
人

可
レ
進
由
申
候
、

の
割
符
主
が
広
瀬
の
割
符
屋
に
立
替
え
て
支
払
う
と
申
し
ま
し
た
。
い
つ
も

の
通
り
重
ね
て
注
進
申
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
あ
げ

ま
す
。

　
　
　

十
二
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　

備
中
国
新
見
荘
よ
り
祐
清
（
花
押
）

　
　

東
寺
公
文
所
上
座
（
宝
俊
）
さ
ま

⑵
祐
清
注
進
状
❽
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

○
け
一
三
（
岡
八
二
三
）、
寛
正
三
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
十
二
月
二
十
七

日
条

「
一
、
自
二
新
見
庄
一
人
夫
一
人
、
昨
夕
参
着
候
、
仍
弐
拾
貫
文
、
以
割
符
運
二―

送
之
一
、
又
料
紙
九
束
、
同
進
二―
上
之
一
、
仍
彼
割
符
、
来
年
正
月
十
日
裏
付

也
、
除
足
等
事
、
衆
儀
之
通
、
載
二
一
紙
一
、
渡
レ
公
二―
文
之
一
了
、
彼
人
夫

可
レ
被
レ
下
、
仍
書
下
等
、
衆
儀
之
趣
、
可
レ
申
二―
付
之
一
云
々
」、
寛
正
三
年

十
二
月
十
三
日
出
立
、
十
二
月
二
十
六
日
京
着
（
一
二
日
間
）。
祐
清
注
進

状
❽
の
最
後
の
部
分
（
⑦
の
割
符
に
関
す
る
内
容
）
に
関
連
し
て
、
東
寺
は

来
年
正
月
十
日
に
裏
付
が
で
き
る
割
符
を
手
に
入
れ
た
。
祐
清
注
進
状
❽
と

と
も
に
京
進
さ
れ
た
も
の
は
、
二
〇
貫
文
の
割
符
、
九
束
の
紙
、
十
二
月
十

二
日
付
豊
岡
高
久
書
状
（
え
一
四
六
・
岡
九
八
〇
）、
十
二
月
十
二
日
付
年

貢
送
進
状
（『
教
』
一
六
九
九
）、
十
二
月
十
三
日
付
三
職
注
進
状
（
ツ
二
八

三
・
一
四
六
）
で
、
東
寺
書
下
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
書
下
案
は
現
存
し

な
い
。
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や
う
ニ
と
存
、
涯
分
中
節
い
た
す
へ
き
よ
し
、
心
中
ニ
さ
し
は
さ
ミ
候
て
罷
下

候
処
ニ
、
思
之
外
地
下
も
無
沙
汰
ニ
候
間
、
請
口
事
ハ
定
申
ま
し
く
候
、
所
在

の
所
務
之
事
ハ
更
不
レ
可
レ
有
二
等
閑
一
候
、
寺（
寺
官
）管
中
ニ
誰
を
御
下
候
と
も
、
我

ら
ニ
勝
て
寺
家
を
一
大
事
ニ
不
レ
有
レ
存
事
候
歟
、

⑩
一
、
米
和
市
な
と
も
、
去
年
ハ
事
外
減
直
ニ
候
て
、
御
公
平
も
多
々
無
二
進

納
一
候
、
去
々
年
の
和
市
ニ
百
俵
か
内
ニ
十
五
貫
可
レ
違
由
、
皆
々
地
下
人
申
候

間
、
め
い
わ
く
此
事
候
、
此
等
之
条
々
具
ニ
可
レ
預
二
御
披
露
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
見
よ
り

　
　
　

二
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座

○
祐
清
注
進
状
❾
の
現
代
語
訳

今
年
、
早
々
に
京
上
夫
を
上
洛
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、（
百
姓
が
）
御
年

貢
を
納
め
な
い
の
で
、
無
沙
汰
申
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
割
符
を
二
つ
（
二
十
貫

文
分
）
進
納
し
ま
す
。

①
一
、
当
荘
の
事
で
す
が
、
余
り
に
も
御
年
貢
を
無
沙
汰
し
ま
す
の
で
、
私
の

考
え
で
、
東
寺
さ
ま
が
「
地
下
（
じ
げ
、
村
＝
新
見
荘
）
を
伊
勢
守
（
室
町

幕
府
政
所
執
事
伊
勢
貞
宗
）
と
代
官
契
約
を
す
る
ぞ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
と
脅
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
京
上
夫
二
人
を
上
洛
さ
せ
ま
し
た
。

内
々
に
代
官
契
約
の
こ
と
の
ご
命
令
の
こ
と
を
二
人
に
も
仰
せ
含
め
て
く
だ

さ
い
。
私
が
こ
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
百
姓
も
驚
き
ま
し
て
、
年

⑥
一
、
公
方
様
就
二
御
成
一
、
当
荘
よ
り
反
銭
田
別
二
百
文
宛
ニ
可
レ
進
由
堅
申

付
候
へ
共
、
領（
領
状
）性
不
レ
申
候
、
乍
レ
去
も
反
銭
に
て
こ
そ
候
ハ
す
と
も
、
惣
荘

よ
り
少
事
な
り
と
も
御
礼
可
レ
申
よ
し
申
候
、
両
人
可
レ
被
二
仰
付
一
候
、

⑦
一
、
去
々
年
御
年
貢
と
又
去
年
分
と
混
合
仕
な
と
蒙
レ
仰
候
、
心
得
申
候
、

乍
レ
去
、
去
々
年
未
進
帳
内
過
分
ニ
可
レ
減
候
、
其
故
ハ
御
直
務
を
申
時
、
金
蔵

寺
を
度
々
上
申
候
時
、
百
姓
中
よ
り
卅
貫
計
出
合
候
て
、
弐
拾
貫
文
ハ
御
一
献

料
と
申
候
処
ニ
、
寺
家
よ
り
御
免
候
と
申
候
て
、
沙
汰
を
い
た
さ
す
候
間
、
其

又
可
レ
減
候
、
了
蔵
納
分
と
申
、
又
未
進
帳
ハ
皆
々
前
へ
少
宛
ニ
多
々
付
候
由

申
候
、
い
か
さ
ま
結
解
仕
候
て
、
去
年
々
貢
以
二
去
々
年
分
一
、
可
レ
引
候
、
定

而
去
々
年
の
分
ハ
多
く
ハ
あ
る
ま
し
く
候
、
今
ま
て
進
納
分
ハ
、
先
両
年
分
と

御
心
得
候
へ
く
候
、
追
而
散
用
仕
分
候
て
、
注
進
可
レ
申
候
、

⑧
一
、
高
瀬
・
中
奥
損
免
之
事
、
定
而
両
人
も
わ
ひ
事
可
レ
申
候
、
如
レ
今

者
、
半
分
御
免
候
ハ
て
ハ
叶
ま
し
く
候
、
以
二
別
儀
一
、
去
年
計
ハ
御
免
あ
る

へ
き
よ
し
被
レ
仰
候
者
、
可
レ
然
候
、
我
ら
無
二
正
躰
一
も
過
分
ニ
百
姓
申
候
へ
ハ

と
て
注
進
仕
候
事
、
曲
事
候
と
両
人
ニ
可
レ
被
レ
仰
候
、

⑨
一
、
我
ら
在
荘
下
用
の
事
、
五
分
一
蒙
レ
仰
候
も
、
其
分
に
て
ハ
事
不
レ
足

候
、
三
職
も
催
促
に
罷
出
候
時
、
政
所
に
て
下
用
を
給
候
、
又
定
使
両
人
も
催

促
之
時
ハ
下
用
を
給
候
、
其
外
色
々
臨
時
ニ
物
入
事
と
も
多
候
て
、
め
い
わ
く

仕
候
、
如
レ
今
者
、
過
分
ニ
引
お
い
あ
る
へ
く
候
間
、
罷
上
候
て
散
用
申
候
、

別
人
を
も
御
下
候
へ
と
可
レ
申
心
中
に
て
、
既
用
意
仕
候
処
、
余
ニ
地
下
も
三

職
も
堅
と
ゝ
め
候
間
、
先
と
ゝ
ま
り
候
、
若
在
国
も
仕
候
へ
と
蒙
レ
仰
候

ハ
ヽ
、
五
分
一
之
外
ニ
御
扶
持
も
な
く
て
ハ
叶
ま
し
く
候
、
委
細
可
レ
被
二
仰

下
一
候
、
内
々
一
所
務
仕
候
て
、
請
口
な
と
を
も
定
申
候
て
、
御
公
平
の
あ
る
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命
令
く
だ
さ
い
。

⑦
一
、
一
昨
年
の
年
貢
分
と
去
年
の
年
貢
分
と
を
混
合
し
な
い
よ
う
と
の
仰
せ

が
あ
り
ま
し
た
。
心
得
ま
し
た
。
で
す
が
、
一
昨
年
の
未
進
帳
の
内
に
（
記

載
さ
れ
て
い
る
未
進
額
が
）
過
分
で
す
の
で
減
ら
す
べ
き
で
す
。
そ
の
理
由

は
（
寛
正
二
年
に
）
御
直
務
を
始
め
ら
れ
た
時
、
金
蔵
寺
を
度
々
使
者
と
し

て
京
上
さ
せ
ま
し
た
が
、
百
姓
中
か
ら
三
十
貫
文
ば
か
り
出
さ
せ
、
二
十
貫

文
は
「
御
一
献
料
（
礼
銭
）」
と
い
う
名
目
と
し
ま
し
た
が
、
東
寺
さ
ま
か

ら
そ
れ
は
し
な
く
て
よ
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
沙
汰
を
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
分
は
未
進
額
か
ら
減
ず
べ
き
で
す
。
了
蔵
の
時
の
納
入
分
だ
と

言
っ
て
、
未
進
帳
に
は
百
姓
全
員
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
未
進
額
が
多
く
記
載

さ
れ
て
い
る
と
申
し
て
い
ま
す
。
き
っ
と
決
算
を
し
て
、
去
年
の
年
貢
を
一

昨
年
の
年
貢
に
充
当
さ
せ
て
（
一
昨
年
の
）
未
進
分
を
少
な
く
す
べ
き
で

す
。
き
っ
と
一
昨
年
の
未
進
分
は
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
の
進
納

分
は
一
昨
年
と
去
年
の
両
年
分
と
御
心
得
く
だ
さ
い
。
追
っ
て
算
用
状
を
作

成
し
て
注
進
申
し
ま
す
。

⑧
一
、
高
瀬
・
中
奥
損
免
の
事
に
つ
い
て
、
き
っ
と
京
上
夫
の
二
人
も
嘆
願
す

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
の
状
況
で
は
半
分
の
免
除
を
し
な
く
て
は
決
着
し
な

い
で
し
ょ
う
。
特
別
の
配
慮
で
あ
る
と
し
て
、
去
年
の
年
貢
の
減
免
を
し
て

や
ろ
う
と
仰
せ
に
な
れ
ば
、
う
ま
く
い
く
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
が
気
を
取
り

乱
し
て
「
過
分
に
百
姓
が
要
求
し
て
い
る
の
で
・
・
・
」
と
注
進
し
て
い
る

こ
と
は
け
し
か
ら
ん
と
、
二
人
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

⑨
一
、
私
の
在
荘
の
た
め
に
必
要
経
費
に
つ
い
て
、（
年
貢
収
入
の
）
五
分
の

一
と
仰
せ
蒙
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
と
て
も
事
足
り
ま
せ
ん
。（
私
と
一

貢
を
少
々
沙
汰
し
ま
し
た
。
以
後
に
お
い
て
は
、
も
う
無
沙
汰
し
ま
せ
ん
と

申
し
ま
し
た
。
東
寺
に
は
伊
勢
守
の
親
類
の
寺
僧
が
い
る
と
申
し
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
御
心
得
く
だ
さ
い
。

②
一
、
一
昨
年
の
（
年
貢
収
納
た
め
の
）「
御
帳
」
に
よ
る
年
貢
収
納
で
は
余

り
に
少
な
い
の
で
、「
御
本
帳
」
を
東
寺
さ
ま
の
方
か
ら
下
さ
れ
た
。（
そ
の

中
に
）「
元
弘
帳
」
と
言
う
も
の
を
探
し
出
し
て
、「
こ
の
よ
う
に
昔
は
御
年

貢
を
多
く
沙
汰
し
て
い
る
の
に
、
今
の
年
貢
収
納
帳
で
は
少
な
い
記
載
に
も

関
わ
ら
ず
年
貢
を
無
沙
汰
し
て
い
る
の
は
、
け
し
か
ら
ん
」
と
言
い
つ
の
っ

て
い
ま
す
。「
こ
れ
は
今
の
年
貢
収
納
帳
の
記
載
に
基
づ
く
未
進
分
を
怠
慢

な
く
沙
汰
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
申
し
付
け
て
い
る
の
だ
」。（
こ
の

よ
う
に
）
御
心
得
く
だ
さ
り
、
京
上
夫
の
二
人
に
も
ご
命
令
く
だ
さ
い
。

③
一
、
御
年
貢
の
紙
は
、
一
昨
年
分
と
し
て
ま
ず
七
束
を
進
納
し
ま
す
。

④
一
、
漆
の
一
昨
年
分
の
未
進
分
は
二
合
六
勺
、
ま
た
去
年
の
未
進
分
は
七
合

で
、
合
わ
せ
て
九
合
六
勺
を
進
納
し
ま
す
。
去
年
の
未
進
分
は
惣
追
捕
使
福

本
盛
吉
が
奉
行
得
分
と
し
て
頂
き
た
い
と
以
前
に
注
進
し
ま
し
た
が
、（
私

は
）
根
拠
の
な
い
要
求
で
あ
る
と
上
申
し
ま
し
た
。

⑤
一
、
京
上
夫
の
事
（
京
上
夫
の
数
を
減
ら
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
）。
こ

の
あ
い
だ
、
色
々
と
厳
し
く
叱
り
申
し
伏
せ
ま
し
た
ら
、「
今
年
よ
り
（
年

間
で
）
十
二
人
を
京
上
さ
せ
た
い
」
と
申
し
ま
し
た
。

⑥
一
、
将
軍
足
利
義
政
さ
ま
の
東
寺
御
成
に
つ
い
て
、
当
荘
よ
り
段
銭
を
一
段

に
つ
き
二
百
文
ず
つ
進
上
し
な
さ
い
と
厳
し
く
申
し
付
け
ま
し
た
が
、
承
知

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
段
銭
の
上
納
で
は
な
い
が
、
惣
荘
よ
り

少
額
で
す
が
礼
銭
を
上
納
す
る
よ
う
に
申
し
ま
し
た
。
京
上
夫
の
二
人
に
ご
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二
月
二
十
二
日　

新
見
よ
り
祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
（
宝
俊
）
さ
ま

⑵
祐
清
注
進
状
❾
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
三
（
岡
一
一
一
〇
）、
二
月
二

十
六
日
付
金
子
衡
氏
注
進
状

○
内
容

①
宮
田
と
福
本
が
そ
れ
ぞ
れ
公
文
職
と
惣
追
捕
使
職
に
任
命
さ
れ
て
、
請
文
を

出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
百
姓
に
了
承
さ
せ
た
。
②
京
上
夫
一
二
人
の
こ
と
も

了
承
さ
せ
た
。
③
御
成
段
銭
に
つ
い
て
も
礼
銭
五
貫
文
を
納
め
る
こ
と
を
百
姓

は
う
け
か
い
（
請
け
支
（
か
）
い
）
申
し
た
。
④
御
代
官
祐
清
が
京
上
す
る
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
今
は
麦
の
収
穫
時
分
な
の
で
、
留
め
た
。
⑤
政
所
執
事
伊

勢
貞
親
と
契
約
す
る
こ
と
を
御
代
官
祐
清
に
内
々
に
命
じ
る
こ
と
に
対
し
て
反

対
で
あ
る
。
⑥
三
職
三
人
で
祐
清
の
上
洛
を
阻
止
す
る
。
⑦
往
古
の
帳
面
（
元

弘
三
年
帳
）
に
よ
る
年
貢
徴
収
に
反
対
で
あ
る
。
⑧
御
一
献
料
の
免
除
を
要
求

す
る
。
⑨
段
銭
（
御
成
段
銭
）
を
拒
否
す
る
。
⑩
違
割
符
（
割
符
が
現
銭
化
で

き
な
い
）
の
処
理
に
つ
い
て
。
⑪
割
符
の
質
と
し
て
「
く
ろ
か
ね
（
鉄
）」
と

取
っ
て
い
る
。
⑫
京
上
夫
は
毎
月
上
す
よ
う
に
す
る
。
⑬
ひ
た
す
ら
に
直
務
の

要
求
。

⑶
祐
清
注
進
状
❾
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

○
け
一
四
（
岡
八
二
四
）、
寛
正
四
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付

（
ⅰ
）
三
月
三
条
「
一
、
新
見
庄
夫
丸
上
洛
、
仍
去
年
々
貢
廿
貫
文
〈
割

符
〉、
并
去
々
年
公
事
紙
七
束
、
運
二―
送
之
一
、
又
漆
未
進
〈
去
年
、
去
々

緒
に
）
三
職
も
年
貢
の
催
促
に
罷
り
出
た
と
き
、
私
の
政
所
で
彼
ら
の
必
要

経
費
を
与
え
ま
し
た
。
又
定
使
二
人
（
祐
清
の
中
間
の
彦
四
郎
と
兵
衛
二

郎
）
に
も
年
貢
催
促
の
時
に
は
経
費
を
与
え
た
。
そ
の
外
に
色
々
臨
時
に
物

入
り
が
多
く
て
、
困
っ
て
い
る
。
今
の
状
況
で
は
、
過
分
に
損
失
分
を
自
分

が
負
担
し
て
い
る
の
で
、
上
洛
し
て
算
用
し
た
い
、
あ
る
い
は
別
人
を
下
向

さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
心
情
で
、
既
に
京
上
す
る
用
意
を
し
た
と
こ
ろ
、
余

り
に
も
百
姓
も
三
職
も
堅
く
留
め
た
の
で
、
ま
ず
は
留
ま
り
ま
し
た
。
も

し
、
新
見
に
留
ま
り
な
さ
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
た
ら
、
五
分
の
一
の
外

に
扶
助
が
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。（
私
へ
の
支
援
の
方
法
を
）
具

体
的
に
仰
せ
く
だ
さ
い
。
内
々
に
、
一
回
の
年
貢
の
徴
収
を
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
年
貢
徴
収
目
標
な
ど
を
定
め
て
、
御
公
平
（
く
び
ょ
う
、
年
貢
）

が
徴
収
で
き
る
よ
う
に
と
思
い
、
懸
命
に
忠
節
を
つ
く
し
ま
し
ょ
う
と
心
中

に
そ
の
思
い
を
抱
え
て
現
地
に
罷
り
下
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
の
ほ
か
に

百
姓
も
無
沙
汰
な
の
で
、
年
貢
の
徴
収
目
標
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
現
在
の
年
貢
徴
収
の
仕
事
は
ま
っ
た
く
疎
か
に
し
て
は
い
ま
せ

ん
。
寺
官
の
中
の
だ
れ
を
下
し
て
も
、
私
以
上
に
勝
れ
て
東
寺
を
大
切
に
思

う
も
の
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

⑩
一
、
米
の
銭
へ
の
交
換
率
な
ど
も
、
去
年
は
こ
と
の
ほ
か
低
く
て
（
米
の
値

段
が
安
く
て
）、
年
貢
銭
も
多
く
進
納
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
昨
年
の
和

市
（
わ
し
、
交
換
率
）
で
は
百
俵
（
四
十
石
）
の
う
ち
で
十
五
貫
文
の
違
い

が
あ
る
と
、
皆
々
の
百
姓
が
言
っ
て
い
る
の
で
、
迷
惑
至
極
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
逐
一
つ
ぶ
さ
に
最
勝
光
院
方
の
供
僧
の
方
々
に
披
露
し
て
く
だ

さ
い
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す
。
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合
現
銭
伍
貫
文
者　

但
此
内
一
貫
五
百
文
公
文
宮
田
酒
肴
料
、
一
貫
文
福
本
酒

肴
料
、

①
抑
、
当
荘
御
年
貢
無
沙
汰
候
間
、
此
間
夫
を
も
不
レ
進
候
、
此
春
福
本
・
宮

田
罷
上
、
両
年
未
進
催
促
并
未
来
ま
て
の
請
文
沙
汰
仕
候
、
可
レ
然
候
、
乍
レ

去
、
罷
下
候
て
後
、
遂
ニ
し
か

く
と
催
促
不
レ
致
候
、
縦
請
文
仕
候
ハ
す
と

も
、
寺
命
含
て
罷
下
候
ハ
ヽ
、
堅
可
レ
致
二
催
促
一
候
之
処
ニ
無
二
其
儀
一
候
、

猶
々
堅
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

②
一
、
段
銭
之
事
、
堅
申
付
候
処
ニ
、
地
下
生
涯
ニ
か
け
安
富
お
う
つ
た
へ
、

御
直
務
お
歎
申
候
事
ハ
、
か
や
う
の
事
共
お
御
免
あ
る
へ
き
か
と
存
候
処
ニ
、

如
レ
此
蒙
レ
仰
候
、
是
非
共
ニ
堅
侘
事
可
レ
申
候
由
申
候
、
乍
レ
去
、
色
々
堅
申
付

候
間
、
惣
荘
よ
り
伍
貫
文
御
礼
可
レ
申
候
由
申
候
、
余
ニ
乏
少
ニ
候
間
、
我
ら
取

次
申
ま
し
き
よ
し
申
候
へ
共
、
堅
侘
事
仕
候
間
、
先
此
分
注
進
申
候
、
此
分
に

て
御
扶
持
候
ハ
ヽ
可
レ
然
候
、
猶
々
過
分
ニ
被
二
仰
下
一
候
共
、
地
下
承
引
仕
候

ハ
す
ハ
不
レ
可
レ
然
候
、
以
二
別
儀
一
御
扶
持
候
と
被
二
仰
下
一
候
ハ
ヽ
目
出
可
レ

然
候
、

③
一
、
人
夫
之
事
、
各
月
ニ
可
レ
進
由
被
レ
仰
候
、
心
得
申
候
、
夫
銭
之
事
ハ
人

別
壱
貫
弐
百
文
ツ
ニヽ
請
可
レ
申
候
由
申
候
、
此
分
可
レ
有
二
御
披
露
一
候
、

④
一
、
両
人
職
之
御
補
任
酒
肴
料
、
堅
催
促
仕
候
へ
共
、
無
沙
汰
仕
候
間
、

無
二
是
非
一
候
、
乍
レ
去
、
且
々
取
進
候
、
残
ハ
今
度
夫
ニ
沙
汰
可
レ
申
候
由
申

候
、
猶
々
堅
両
人
方
へ
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

⑤
一
、
去
年
・
去
々
年
両
年
之
算
用
状
調
二―
進
之
一
候
、
能
々
可
レ
有
二
御
披
露
一

候
、
委
細
ハ
算
用
状
ニ
委
注
申
候
、

⑥
一
、
夏
麦
且
々
納
直
候
へ
共
、
石
別
三
百
文
ニ
不
足
候
間
、
先
代
未
レ
聞
二
子

年
〉
小
桶
一
ケ
、
同
進
レ
之
」「
福
本
・
宮
田
両
沙
汰
人
参
洛
、
御
礼
物
三

百
疋
進
レ
之
」、
寛
正
三
年
二
月
二
十
一
日
出
立
、
三
月
三
日
京
着
（
一
二

日
間
）。

（
ⅱ
）
東
寺
は
代
官
祐
清
の
改
易
を
考
え
る
が
、
上
洛
し
た
惣
追
捕
使
福
本
と

公
文
宮
田
が
祐
清
の
代
官
継
続
の
わ
び
事
を
す
る
（
三
月
十
五
日
条
）。

（
ⅲ
）「
高
瀬
・
中
奥
損
免
事
、
可
為
半
損
之
由
、
治
定
了
」（
三
月
十
七
日

条
）。

（
ⅳ
）
福
本
と
宮
田
が
、
寛
正
四
年
以
後
は
「
雖
レ
為
二
一
粒
一
銭
一
、
無
二
未

進
懈
怠
一
、
毎
年
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
也
」
の
請
文
（
三
月
十
一
日
付
）
を
書

く
（
三
月
十
七
日
条
）。

６
．
寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日
発
、
閏
六
月�

一
日
京
着

⑴
祐
清
注
進
状
❿
ツ
二
二
五
（
岡
一
三
八
）、
寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日
、
宛

所
を
欠
く
が
仏
乗
院
仁
然
宛
て

（
端
裏
書
）

「
仏
乗
院
へ
ノ
状

　
　

祐
清
状　
　

」

　
　
　

 

⑧
（
尚
々
書
）
蠟
一
斤
御
年
貢
方
ニ
取
候
、
上
進
候
、
代
一
貫
七
百
文

に
て
候
、
京
都
に
て
ハ
、
二
貫
五
百
計
ニ
御
う
ら
せ
候
へ
く
候
、

送
進
備
中
国
新
見
荘
領
家
方
御
年
貢
銭
之
事

合
拾
貫
文
者　

割
符
也
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・
夫
（
ふ
） 

＝ 

新
見
と
京
都
を
往
還
す
る
京
上
夫

・
請
文
（
う
け
ぶ
み
） 

＝ 

上
位
か
ら
の
命
令
に
対
し
、
誠
実
な
履
行
を
請
け

合
う
た
め
に
差
し
出
す
書
状

・
縦
（
た
と
え
） 

＝ 

も
し
も
。
仮
に

・
段
銭 

＝ 

一
段
に
つ
い
て
何
文
と
い
う
臨
時
の
税
。
こ
こ
で
は
、
公
方
御
成

段
銭
。
将
軍
足
利
義
政
が
八
月
二
十
二
日
に
東
寺
を
訪
問
し
た
際
の
費
用
の

た
め
に
課
し
た
。
段
別
二
〇
〇
文
を
新
見
荘
に
賦
課
し
よ
う
と
し
た

・
地
下
（
じ
げ
） 

＝ 

村
あ
る
い
は
百
姓

・
生
涯
（
し
ょ
う
が
い
） 

＝ 

命
（
い
の
ち
）。「
生
涯
（
生
害
）
す
」
は
命
を

失
う

・
安
富 

＝ 

細
川
京
兆
家
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
安
富
智
安
（
俗
名
元
衡
）。

安
富
宝
城
に
続
い
て
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
か
ら
年
間
一
五
〇
貫
文
で
請

負
代
官
と
な
っ
た
が
、
東
寺
に
対
し
て
年
貢
の
滞
納
を
続
け
、
寛
正
二
年

（
一
四
六
一
）
に
荘
民
に
よ
る
代
官
排
斥
運
動
に
よ
り
、
東
寺
の
直
務
支
配

に
な
っ
た

・
侘
事
（
わ
び
ご
と
） 

＝ 

嘆
願

・
御
礼 

＝ 

礼
銭

・
扶
持
（
ふ
ち
） 

＝ 

扶
助
。
助
け
る

・
別
儀 

＝ 

特
別
扱
い

③
以
後
の
部
分

・
人
夫 
＝ 

新
見
と
京
都
を
往
還
す
る
京
上
夫

・
夫
銭 
＝ 
京
上
夫
を
実
際
出
さ
な
い
か
わ
り
に
出
す
銭

・
西
院
御
番
役 
＝ 

西
院
（
に
し
の
い
ん
）
に
あ
る
弘
法
大
師
像
を
安
置
す
る

細
一
候
間
、
中

く
ま
こ
と
と
被
二
思
召
一
ま
し
く
候
間
、
う
り
候
ハ
て
お
き
候

申
候
、
此
御
返
事
ニ
よ
り
候
て
、
う
り
候
て
可
レ
進
候
、
委
細
可
レ
被
二
仰
下
一
候
、

⑦
一
、
西
院
御
番
役
之
事
、
年
預
之
方
へ
委
細
侘
事
申
候
、
定
而
可
レ
有
二
御

披
露
一
候
、
我
ら
在
国
事
も
は
や
退
堀
仕
候
間
、
今
秋
斗
之
所
務
取
次
申
候

て
、
来
十
月
・
霜
月
両
月
之
間
ニ
ハ
可
二
罷
上
一
候
、
其
ま
て
〈
永
尊
・
妙
春
〉

両
人
沙
汰
候
様
ニ
、
為
二
寺
家
一
仰
付
候
て
給
候
ハ
ヽ
、
可
二
畏
入
一
候
、
若
其
儀

叶
候
ハ
す
ハ
、
仏
乗
院
御
坊
ニ
侍
従
と
申
候
て
、
各
僧
祗
候
申
さ
れ
候
し
、
我

ら
か
手
替
ニ
被
レ
仰
候
て
可
レ
給
候
、
毎
事
寺
家
様
之
御
扶
持
を
奉
レ
憑
候
、
諸

事
重
而
注
進
可
二
申
上
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

六
月
廿
一
日　
　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

　

備
中
新
見
荘
領
家
政
所
よ
り

○
用
語
な
ど
の
注
釈

①
②
の
部
分

・
送
進
…
…
…
之
事 

＝ 

事
書
と
い
う
。「
送
進
す
…
…
…
の
事
」
と
読
む

・
合
…
…
…
者 

＝ 

「
合
わ
せ
て
…
…
…
て
え
り
」
と
読
む
。「
全
部
で
…
…
…

で
あ
る
」
の
意
味

・
割
符
（
さ
い
ふ
） 

＝ 

年
貢
銭
を
為
替
に
組
ん
だ
も
の
。
10
貫
文
は
現
在
の

70
万
円
く
ら
い

・
酒
肴
料
（
し
ゅ
こ
う
り
ょ
う
） 

＝ 

酒
肴
を
ふ
る
ま
う
代
わ
り
に
渡
す
祝
儀

の
金
銭
。
一
献
料
な
ど
と
も
言
う
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て
以
後
、
ま
っ
た
く
具
体
的
な
催
促
を
致
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
請
文
を
捧

げ
な
い
と
し
て
も
、
寺
命
を
帯
び
て
罷
り
下
っ
た
の
な
ら
、
厳
し
く
催
促
を

す
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
し
な
い
と
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
あ

る
。
い
っ
そ
う
、
厳
し
く
ご
命
令
を
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

②
一
、
段
銭
に
つ
い
て
、
厳
し
く
申
し
付
け
た
と
こ
ろ
、「
百
姓
は
命
が
け
で

安
富
智
安
（
元
衡
）（
の
追
放
）
を
訴
え
て
御
直
務
の
お
願
い
を
し
ま
し
た

の
は
、
こ
う
し
た
段
銭
の
負
担
を
免
除
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
て
い

た
か
ら
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
段
銭
負
担
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
是
非
と
も

に
強
く
（
免
除
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
）
嘆
願
い
た
し
ま
す
」
と
申
し
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
色
々
と
厳
し
く
申
し
付
け
ま
し
た
の
で
、
惣
荘
よ
り

五
貫
文
分
の
礼
銭
を
出
し
た
い
と
申
し
ま
し
た
。
余
り
に
少
な
い
の
で
、
私

は
取
次
が
で
き
な
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
強
く
嘆
願
さ
れ
た
の
で
、
ま
ず
こ

の
分
を
注
進
し
ま
す
。
こ
の
礼
銭
で
お
助
け
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
さ
ら

に
過
分
に
仰
せ
付
け
ら
れ
て
も
百
姓
が
承
引
し
な
け
れ
ば
仕
方
な
い
で
し
ょ

う
。
今
回
は
特
別
の
措
置
で
あ
る
か
ら
免
除
し
て
や
る
と
仰
せ
下
さ
れ
ば
、

め
で
た
い
こ
と
で
す
。

③
一
、
京
上
夫
に
つ
い
て
、
隔
月
に
京
上
す
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
、
心
得
ま
し

た
。
夫
銭
に
つ
い
て
は
人
別
一
貫
二
百
文
ず
つ
納
め
る
こ
と
を
約
束
し
ま

し
ょ
う
と
申
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
ご
披
露
く
だ
さ
い
。

④
一
、
公
文
宮
田
と
惣
追
捕
使
福
本
の
両
人
の
御
補
任
に
つ
い
て
の
酒
肴
料

（
礼
銭
）
を
厳
し
く
催
促
し
ま
し
た
が
、
無
沙
汰
な
の
で
、
ど
う
し
よ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
こ
し
ず
つ
取
り
進
め
ま
す
。
残
り
は
今

度
の
京
上
夫
に
持
た
せ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
厳
し
く
両
人
に
ご
命

御
影
堂
（
み
え
ど
う
）
の
門
扉
の
開
閉
や
文
庫
の
出
納
を
す
る
三
聖
人
の
勤

務
・
年
預
（
ね
ん
よ
） 

＝ 

最
勝
光
院
方
は
供
僧
九
人
で
構
成
さ
れ
る
が
、
会
議

の
進
行
・
会
議
録
の
記
載
な
ど
を
行
う
幹
事
役
。
一
年
間
の
任
務
。
寛
正
四

年
の
年
預
は
光
明
院
堯
忠

・
委
細 

＝ 

く
わ
し
く
。
万
事

・
夫
銭 

＝ 

京
上
夫
を
実
際
出
さ
な
い
か
わ
り
に
出
す
銭

・
侘
事
（
わ
び
ご
と
） 

＝ 

嘆
願

・
在
国 

＝ 

「
国
」
は
田
舎
、
地
方
の
意
味
。
新
見
荘
に
い
る
こ
と

・
退
屈 

＝ 

気
力
が
衰
え
る
こ
と
。
嫌
気
が
さ
す
こ
と

・
所
務 

＝ 

年
貢
の
徴
収

○
祐
清
注
進
状
❿
の
現
代
語
訳

（
端
裏
書
）

「
仏
乗
院
（
仁
然
）
へ
の
祐
清
か
ら
書
状
」

備
中
国
新
見
荘
領
家
方
の
御
年
貢
銭
を
送
進
す
る
こ
と
。

合
わ
せ
て
拾
貫
文
は
割
符
で
あ
る
。

合
わ
せ
て
現
銭
五
貫
文
。
但
し
、
こ
の
う
ち
一
貫
五
百
文
は
公
文
宮
田
の
酒
肴

料
で
、
一
貫
文
は
福
本
の
酒
肴
料
で
あ
る
。

①
さ
て
、
当
荘
の
御
年
貢
が
無
沙
汰
な
の
で
、
こ
の
と
こ
ろ
京
上
夫
を
も
上
ら

せ
て
い
ま
せ
ん
。
今
春
、
惣
追
捕
使
福
本
盛
吉
と
公
文
宮
田
家
高
が
罷
り
上

り
、
一
昨
年
と
昨
年
の
両
年
の
未
進
催
促
と
今
後
未
来
の
年
貢
納
入
の
請
文

を
沙
汰
し
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
罷
り
下
っ
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⑧
（
尚
々
書
）
蠟
一
斤
を
年
貢
と
し
て
取
り
、
上
進
し
ま
す
。
銭
換
算
で
は
一

貫
七
百
文
で
す
。
京
都
で
は
（
そ
の
倍
以
上
の
）
二
貫
五
百
文
ば
か
り
で
売

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

⑵
祐
清
注
進
状
❿
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
五
（
岡
一
一
一
二
）、
六
月
二

十
二
日
付
金
子
衡
氏
注
進
状

○
内
容

①
宮
田
と
福
本
が
そ
れ
ぞ
れ
公
文
職
と
惣
追
捕
使
職
に
任
命
さ
れ
て
、
請
文
を

出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
百
姓
に
了
承
さ
せ
た
。
②
京
上
夫
一
二
人
の
こ
と

も
了
承
さ
せ
た
。
③
御
成
段
銭
に
つ
い
て
も
礼
銭
五
貫
文
を
納
め
る
こ
と
を

百
姓
は
う
け
か
い
（
請
け
支
（
か
）
い
）
申
し
た
。
④
御
代
官
祐
清
が
京
上

す
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
今
は
麦
の
収
穫
時
分
な
の
で
、
留
め
た
。

⑶
祐
清
注
進
状
❿
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

①
け
一
四
（
岡
八
二
四
）、
寛
正
四
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
閏
六
月
朔
日
条

「
一
、
自
二
新
見
庄
一
、
夫
丸
到
来
、
祐
清
并
三
職
状
・
両
年
〈
寛
正
二
、
同

三
〉
散
用
状
等
、
披
二―
露
之
一
、
年
貢
銭
拾
五
貫
文
・
蠟
一
斤
運
二―
上
之
一
」、

寛
正
三
年
六
月
二
十
一
日
出
立
、
閏
六
月
一
日
京
着
（
六
月
大
、
一
一
日

間
）。
祐
清
注
進
状
❿
（
ツ
二
二
五
・
岡
一
三
八
）
と
と
も
に
京
進
さ
れ
、

閏
六
月
一
日
に
東
寺
に
到
着
し
た
も
の
は
、
金
子
書
状
（
ゆ
三
五
・
岡
一
一

一
二
）、
福
本
・
宮
田
書
状
（
ゆ
三
四
・
岡
一
一
一
一
）、
三
職
請
文
（
ツ
二

二
六
・
岡
一
三
九
）、
寛
正
二
年
・
三
年
算
用
状
（
不
明
）、
年
貢
銭
一
五
貫

文
・
蠟
一
斤
。

令
く
だ
さ
い
。

⑤
一
、
去
年
と
一
昨
年
の
両
年
の
算
用
状
を
し
た
た
め
て
送
り
ま
す
。
一
昨
年

の
未
進
帳
の
な
か
に
は
色
々
な
間
違
い
が
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
御
不
審
を
持

た
れ
る
で
し
ょ
う
。
よ
く
よ
く
御
披
露
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
算
用

状
の
な
か
に
具
体
的
に
注
申
し
て
い
ま
す
。

⑥
一
、
夏
麦
を
と
も
か
く
銭
に
変
え
て
納
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
一
石
に
つ

き
三
百
文
（
も
和
市
が
安
く
て
）
不
足
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
前
代
未
聞
の

こ
と
で
す
の
で
、
な
か
な
か
誠
の
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う

か
ら
、
麦
を
売
ら
な
い
で
取
り
置
き
ま
し
た
。
こ
の
注
進
状
の
ご
返
事
次
第

で
、
売
っ
て
年
貢
銭
を
納
め
ま
し
ょ
う
。
万
事
ご
命
令
く
だ
さ
い
。

⑦
一
、
西
院
御
影
堂
の
御
番
役
（
祐
清
ら
三
聖
人
が
門
扉
の
開
閉
や
文
庫
の
出

納
を
行
う
役
）
に
つ
い
て
、
年
預
の
方
（
寛
正
四
年
最
勝
光
院
方
年
預
は
光

明
院
堯
忠
）
に
万
事
嘆
願
し
ま
し
た
。
き
っ
と
ご
披
露
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
は
新
見
荘
で
の
仕
事
は
も
は
や
嫌
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
今
年
の
秋

ご
ろ
に
年
貢
徴
収
の
仕
事
を
交
替
し
て
、
来
た
る
十
月
・
十
一
月
の
間
に
は

上
洛
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、（
御
影
堂
の
御
番
役
は
三
聖
人
の
う
ち
の
）

永
尊
と
妙
春
の
二
人
が
沙
汰
す
る
よ
う
に
東
寺
様
が
ご
命
令
く
だ
さ
れ
ば
、

畏
れ
入
り
ま
す
。
も
し
も
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
仏
乗
院
御
坊

（
仁
然
の
院
家
）
に
「
侍
従
」
と
言
う
客
僧
が
祗
候
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
の
で
、
私
の
替
わ
り
に
御
番
役
を
命
じ
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
も
東
寺
さ
ま

の
扶
助
を
頼
り
に
し
て
お
り
ま
す
。
諸
事
重
ね
て
注
進
申
し
あ
げ
ま
す
。
恐

れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
　
　

六
月
二
十
一
日　

備
中
国
新
見
荘
領
家
政
所
よ
り　
　

祐
清
（
花
押
）
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○
用
語
な
ど
の
注
釈

・
地
下
（
じ
げ
） 

＝ 

村

・
今
月
廿
三
日 

＝ 

閏
六
月
二
十
三
日
。「
壬
」
は
「
閏
」
の
略
字
で
、「
後
」

と
も
書
く
。
三
日
市
は
、
定
期
市
で
三
・
十
三
・
二
十
三
日
に
市
が
開
催
さ

れ
る

・
当
荘
之
市 

＝ 

現
在
の
新
見
御
殿
町
に
あ
る
真
福
寺
の
辺
り
。「
さ
ん
が
い

ち
」
と
言
わ
れ
て
い
た

・
路
銭 

＝ 

旅
費
。
こ
こ
で
は
京
都
で
の
滞
在
費

・
夫
元 

＝ 

京
上
夫
を
出
し
た
名
（
名
主
）

・
や
か
て 

＝ 

軈
て
。
す
ぐ
に

・
念
比
ニ 

＝ 

丁
寧
に

・
夏
麦 

＝ 

「
な
つ
ば
く
」
と
読
む

・
減
直
（
げ
ん
じ
き
） 

＝ 

「
値
を
減
ず
」
と
読
む
の
カ
。
値
段
が
安
い

・
半
割
符
分 

＝ 

割
符
一
つ
は
普
通
一
〇
貫
文
。
半
割
符
は
五
貫
文

○
祐
清
注
進
状
⓫
の
現
代
語
訳

こ
の
京
上
夫
は
東
寺
か
ら
の
御
返
事
を
も
ら
わ
な
い
で
、
罷
り
下
り
、
村
に
隠

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
今
月
二
十
三
日
、
当
荘
の
市
に
て
見
つ
け
て
、
事
の
詳

細
を
尋
ね
る
と
、
東
寺
さ
ま
か
ら
の
御
返
事
を
頂
け
る
の
が
遅
く
な
っ
た
の

②
「
一
、
新
見
庄
返
事
以
下
之
事
、
委
細
披
露
了
」（
閏
六
月
二
日
条
）
と

『
教
』
一
七
一
一
、
備
中
国
新
見
荘
荘
務
事
書
案
（
注
進
状
へ
の
具
体
的
対

応
の
注
記
あ
り
）
の
存
在
か
ら
、
東
寺
書
下
が
新
見
荘
に
送
ら
れ
た
こ
と
が

知
れ
る
が
、
書
下
案
は
現
存
せ
ず
。

７
．
寛
正
四
年
閏
六
月
二
十
五
日
発
、
七
月�

六
日
京
着

⑴
祐
清
注
進
状
⓫
ゆ
三
六
（
岡
一
一
一
三
）、
寛
正
四
年
閏
六
月
二
十
五
日
、

宛
所
東
寺
公
文
所
上
座

此
夫
、
御
返
事
給
候
ハ
て
、
罷
下
、
地
下
ニ
か
く
れ
居
候
所
を
、
今
月
廿
三

日
、
当
荘
之
市
に
て
見
合
候
て
、
子
細
を
尋
候
へ
ハ
、
御
返
事
遅
御
出
候
間
、

路
銭
ニ
つ
ま
り
候
て
、
罷
下
候
よ
し
申
候
、
言
語
道
断
之
曲
事
ニ
候
、
則
夫
元

を
、
堅
罪
科
仕
候
、
然
間
、
其
夫
を
や
か
て
、
以
後
た
め
と
存
候
て
、
お
い
の

ほ
せ
申
候
、
御
念
比
ニ
御
被
レ
下
候
者
、
可
二
畏
入
一
候
、
仍
先
度
進
納
物
ハ
、

割
符
一
、
現
銭
伍
貫
三
百
文
、
蠟
一
斤
、
此
分
能
々
御
請
取
候
哉
、
返
々
、

無
二
御
心
元
一
候
、
御
返
事
ニ
委
承
候
、
次
夏
麦
之
事
、
只
今
納
候
、
事
外
減
直

候
間
、
半
割
符
分
も
な
く
候
、
い
か
さ
ま
未
進
を
も
、
催
促
仕
候
て
、
来
月
や

か
て
夫
立
可
レ
申
候
、
次
ニ
、
当
年
ゐ
中
、
事
外
、
世
中
能
候
、
但
米
減
直
候

間
、
定
御
ふ
し
ん
あ
る
へ
く
候
間
、
八
月
下
旬
之
比
、
上
使
を
御
下
候
て
、
御

年
貢
米
う
り
候
へ
く
候
、
此
分
、
能
可
レ
預
二
御
披
露
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

壬
六
月
廿
五
日　
　
　
　

祐
清
（
花
押
）

　
　

東
寺
公
文
所
上
座
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・「
仍
麦
御
年
貢
等
う
り
、
御
上
あ
る
へ
く
候
を
、
事
外
、
う
り
ね
（
売
値
）

多
く
候
間
、
未
こ
と
こ
と
く
も
人
か
わ
す
（
買
わ
ず
）
候
」、
し
か
し
、
祐

清
は
「
減
直
（
値
段
が
安
い
）」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
矛
盾
し
て
い
る
。

⑶
祐
清
注
進
状
⓫
に
対
す
る
東
寺
の
対
応

祐
清
注
進
状
⓫
と
三
職
注
進
状
（
ゆ
三
七
）
は
と
も
に
七
月
六
日
に
東
寺
に
到

着
し
た
。
し
か
し
、
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
に
は
記
事
は
見
え
な
い
。

⑷
祐
清
の
定
期
市
で
の
観
察

・
三
日
、
十
三
日
、
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
る
三
日
市
で
の
百
姓
の
市
場
で
の

行
動
を
観
察
し
て
、
翌
日
な
い
し
は
翌
々
日
に
年
貢
銭
を
徴
収
す
る
。

※
祐
清
注
進
状
に
記
さ
れ
た
年
貢
の
京
進

❶
ト
一
一
五　

寛
正
三
年
八
月
二
十
四
日　

一
〇
貫
文

❹
ゆ
七
〇　
　

寛
正
三
年
十
一
月
一
日　
　

割
符
四
（
四
〇
貫
文
）・
漆

❼
ゆ
三
〇　
　

寛
正
三
年
十
一
月
十
四
日　

一
〇
貫
文
・
漆
大
桶
一　

❽
え
三
三　
　

寛
正
三
年
十
二
月
十
三
日　

二
〇
貫
文

❾
ツ
一
四
一　

寛
正
四
年
二
月
二
十
二
日　

割
符
二
（
二
〇
貫
文
）・
紙
七

束
・
漆
九
合
六
勺

❿
ツ
二
二
五　

寛
正
四
年
六
月
二
十
一
日　

一
〇
貫
文
（
割
符
）・
現
銭
五
貫

文
・
蠟
一
斤

合
計　

一
一
五
貫
文
・
漆
・
紙
・
蠟

で
、
旅
費
が
な
く
な
り
、
罷
り
下
っ
た
と
申
し
ま
し
た
。
言
語
道
断
で
け
し
か

ら
ぬ
こ
と
で
す
。
す
ぐ
に
京
上
夫
を
出
し
た
名
主
を
厳
し
く
罪
科
に
処
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
京
上
夫
を
す
ぐ
に
、
以
後
の
た
め
と
思
っ
て
、（
こ
の
手

紙
を
持
た
し
て
）
京
都
に
追
い
上
し
ま
し
た
。
や
さ
し
く
書
下
を
与
え
て
下
向

さ
せ
て
頂
け
れ
ば
、
畏
れ
い
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
前
回
の
進
納
物
は
、

割
符
一
・
現
銭
五
貫
三
百
文
・
蠟
一
斤
で
し
た
が
、
御
受
け
取
り
に
な
ら
れ
ま

し
た
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
心
も
と
な
く
心
配
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
手
紙
の

御
返
事
に
詳
し
く
お
聞
き
し
た
い
も
の
で
す
。
次
に
夏
麦
の
件
で
す
が
、
今
現

在
納
め
ま
し
た
。
非
常
に
和
市
が
安
い
の
で
、
半
割
符
分
（
五
貫
文
）
に
も
足

り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
し
て
も
未
進
を
も
催
促
し
て
、
来
月
に
す
ぐ
に
京
上
夫
を

立
て
ま
す
。
次
に
、
今
年
の
新
見
荘
の
様
子
は
、
大
変
作
物
の
出
来
具
合
は
よ

ろ
し
い
。
但
し
、
米
の
値
段
は
安
い
の
で
き
っ
と
不
審
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う

か
ら
、
八
月
下
旬
の
頃
に
上
使
を
下
向
さ
せ
ら
れ
て
、
御
年
貢
米
を
売
る
の
が

よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
御
披
露
し
て
頂
き
た
い
。
恐
れ
な
が
ら

謹
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す
。

閏
六
月
二
十
五
日　
　
　

祐
清
（
花
押
）

東
寺
公
文
所
上
座
（
宝
俊
）
さ
ま

⑵
祐
清
注
進
状
⓫
と
同
時
に
京
進
さ
れ
た
ゆ
三
七
（
岡
一
一
一
四
）、
閏
六
月

二
十
六
日
付
三
職
注
進
状

・
内
容
は
、
ほ
ぼ
祐
清
書
状
⓫
と
同
じ
。

・「
路
次
に
て
、
い
れ
い
（
違
例
）
仕
候
と
て
、
今
月
廿
三
日
ニ
是
へ
罷
付

候
」、
違
例
は
病
気
。
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・
寛
正
四
年
二
月
の
徴
税
は
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
宗
を
代
官
に
す
え
る
と
脅
し

た
効
果
が
あ
っ
た
か
（
二
月
二
十
六
日
祐
清
注
進
状
❾
）。

・
寛
正
四
年
八
月
の
徴
税
は
、
ち
ょ
う
ど
所
務
の
時
期
。

◎
祐
清
の
徴
税
活
動

・
定
期
市
（
三
日
市
）
で
の
観
察
に
基
づ
い
て
、
そ
の
翌
日
・
翌
々
日
に
着
実

に
徴
税
を
し
て
い
る
。

・
祐
清
は
東
寺
へ
の
奉
公
が
重
要
と
考
え
、
徴
税
に
腐
心
し
て
い
る
。
年
貢
銭

一
一
五
貫
文
を
京
進
。

・
百
姓
の
減
免
要
求
に
は
表
面
で
は
厳
し
い
対
応
を
し
な
が
ら
も
、
実
情
を
汲

み
取
り
、
半
分
の
免
除
に
持
ち
込
む
心
遣
い
を
し
て
い
る
。

・
民
心
に
も
配
慮
し
た
実
直
で
有
能
な
代
官
で
あ
ろ
う
。

※
東
寺
の
対
応
の
記
録
な
し
。
こ
れ
以
後
、
八
月
二
十
五
日
の
祐
清
殺
害
の
情

報
が
九
月
三
日
に
東
寺
に
到
着
す
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
は
、
新
見
市
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
「
新
見
荘
を
学
ぶ
─
新
見
荘
直
務
代

官
祐
清
の
手
紙
─
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
講
座
は
、
新
見
市
ま

な
び
広
場
に
い
み
小
ホ
ー
ル
を
会
場
に
、
第
一
回
ま
な
び
生
涯
学
習
講
座
と
し

て
、
二
〇
二
二
年
十
月
十
二
日
（
第
一
回
）
か
ら
十
一
月
三
十
日
（
第
五
回
で

最
終
回
）
ま
で
、
各
九
〇
分
間
で
五
回
実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
吉
備
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
。
こ
の
講
座
で
は
参
加
者
と
と
も
に
祐
清
注
進
状
を
す
べ

て
読
む
こ
と
と
し
た
の
で
、
そ
の
際
に
用
語
の
注
釈
と
現
代
語
訳
を
用
意
し
た
。

⑸
祐
清
の
年
貢
請
取
状

祐
清
が
年
貢
を
徴
収
す
る
た
び
に
、
百
姓
に
年
貢
請
取
状
を
発
行
し
て
い
た
。

こ
の
請
取
状
は
、
祐
清
殺
害
後
に
上
使
本
位
田
家
盛
に
よ
り
収
集
さ
れ
、
ま
と

め
ら
れ
て
い
た
。『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
七
一
四
号
に
一
五
七
通
残
る
（
す

べ
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
四
四
％
ほ
ど
で
あ
る
）。

○
祐
清
の
年
貢
徴
収
日
別
の
件
数

・
四
の
つ
く
日
と
五
の
つ
く
日
が
圧
倒
的
に
多
い
。

・
三
の
つ
く
日
に
市
が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
の
百
姓
の
売
買
を
見
て
、
翌
日
・

翌
々
日
に
年
貢
銭
な
ど
を
徴
収
す
る
。

・
祐
清
が
殺
害
さ
れ
た
日
は
八
月
二
十
五
日
で
、
二
十
四
日
に
は
八
件
、
合
計

九
五
〇
文
の
請
取
状
が
あ
り
、
当
日
二
十
五
日
に
も
一
〇
〇
文
節
岡
太
郎
兵

衛
か
ら
徴
収
し
て
い
る
。

○
祐
清
に
よ
る
月
別
の
年
貢
銭
徴
収
の
件
数
と
額

・
寛
正
三
年
十
月
・
・
・
一
七
件
で
三
貫
一
〇
〇
文

・
寛
正
三
年
十
一
月
・
・
・
二
〇
件
で
三
貫
文

・
寛
正
三
年
十
二
月
・
・
・
二
三
件
で
五
貫
八
五
〇
文

・
寛
正
四
年
二
月
・
・
・
一
五
件
で
一
貫
二
〇
文

・
寛
正
四
年
八
月
・
・
・
一
七
件
で
二
貫
二
七
二
文

●
以
上
の
ま
と
め

・
寛
正
三
年
十
月
・
十
一
月
・
十
二
月
の
徴
税
は
、
里
村
の
損
免
要
求
を
「
申

伏
」
せ
、
祐
清
の
「
料
簡
」
で
中
奥
・
高
瀬
の
半
分
免
除
と
し
た
こ
と
が
背

景
に
あ
る
（
十
一
月
一
日
祐
清
注
進
状
❹
❺
）。
そ
し
て
、
四
〇
貫
文
の
京

進
。
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○
主
な
参
考
文
献

・
岡
山
県
史
編
纂
委
員
会
編
『
岡
山
県
史
　
第
二
〇
巻
　
家
わ
け
史
料
』（
岡

山
県
、
一
九
八
六
年
）

・
辰
田
芳
雄
『
室
町
・
戦
国
期
備
中
国
新
見
荘
の
研
究
』（
日
本
史
史
料
研
究

会
研
究
叢
書
　
六
、
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）

・
新
見
荘
関
連
史
料 
二
〇
一
三
年
度
編
年
目
録
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
一

日
暫
定
版
（
早
稲
田
大
学
海
老
澤
研
究
室
）

・
新
見
荘
関
連
史
料
編
年
目
録
、
二
〇
一
六
年
九
月
更
新
版
（
早
稲
田
大
学
海

老
澤
研
究
室
）

・
酒
井
紀
美
『
戦
乱
の
中
の
情
報
伝
達
─
使
者
が
つ
な
ぐ
中
世
京
都
と
在

地
─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）


